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 はじめに 

 

・ 千葉県では、「ＮＰＯ立県千葉の実現」を目指し、平成 14 年 11 月に策定し

た「千葉県ＮＰＯ活動推進指針」による第１ステージ（14～17 年度）、平成

18 年３月策定の現行計画「千葉県ＮＰＯ活動推進計画」による第２ステージ

（18～20 年度）と、ＮＰＯ活動を推進することを目的とした様々な取組を展

開してきました。 

 

・ 具体的には、市民に対するＮＰＯ活動の普及啓発、ＮＰＯの事業力向上を目

的としたセミナーや補助金事業の実施、企業、学校、社会福祉協議会など地

域の様々な主体とＮＰＯとの連携の促進、ＮＰＯと行政のパートナーシップ

のためのルールや仕組みづくりなどに取り組んできました。 

 

・ このようなＮＰＯ施策に取り組んできた結果、県内でのＮＰＯ活動の広がり

は、次のようになっています。 

①ＮＰＯ法人数は、年々増加しており、全国でも第５位となっています。 

平成 13 年度末：214 法人⇒19 年度末：1,305 法人 

②県庁内の各分野でＮＰＯとの協働事業の件数が、年々増えてきています。 

 平成 14 年度：６件⇒17 年度：23 件⇒20 年度：47 件 

・これらのことから、ＮＰＯが活動しやすい環境づくりが進み、県内各地域、

各分野で、市民主役のＮＰＯ活動が盛んになってきているといえます。 

 

・また、これらの計画は、それまでの計画づくりとは異なり、白紙の段階から

市民参加によって策定するという画期的なものでした。 

・この白紙の状態からの計画づくりの手法は、福祉、環境、教育、観光など県

の各分野に広がっています。また、それぞれの分野で計画づくりからその実

践までの各段階で、市民・ＮＰＯと行政が対等な立場で連携・協働して施策

を推進する市民参加のやり方が進展しています。 

 

・しかしながら一方で、身近で活動する市民活動団体を知っている人の割合は

18.4％（20 年度）、そのうち市民活動へ定期的に参加している人の割合は、

14.4％（20 年度）とまだ決して高い水準にあるとは言えません。 

・ＮＰＯ活動が、真に市民主役の地域づくり実現の推進役となるためには、よ

り多くの市民の主体的な参加が望まれます。また、ＮＰＯ自身が力を付ける

こと、地域の多様な主体との連携なども引き続き重要な課題です。 
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・そこで、現行の「千葉県ＮＰＯ活動推進計画」も最終年度を迎えることから、

これまでの成果と課題を踏まえ、平成 21 年度からのＮＰＯ活動推進計画をつ

くることとしました。 

・特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」という。）施行から 10 年が経ちま

した。市民一人ひとりの思いがちからとなり、そのちからがうねりを引き起

こすＮＰＯ活動。市民の視点に立ったより良い地域、暮らしやすい地域をつ

くるＮＰＯ活動。このような活動を推進するため、次期計画において千葉県

としてどのような施策に取り組むべきか、自らに問いかけながら中間報告案

の作成に至りました。 

 

 

（策定作業について） 

・今回の計画策定に当たっては、これまで以上に広く市民・ＮＰＯの参加を得

た計画づくりとするため、公募によるＮＰＯの方が中心となったワーキング

グループにおいて検討を進めてきました。 

・メンバーは、子育て、環境、福祉、医療など様々な活動分野、様々な活動歴

であり、法人の方もいれば任意団体の方もいます。 

・こうしたメンバーで、これまでの県のＮＰＯ施策の検証や、実際の活動状況

を検討している中で、共通の問題意識が出てきました。それは自らにＮＰＯ

活動の意義やあり方を問い直すとともに、県内様々な団体に問いかけてみた

い、というものでした。（５頁） 

・このような問題意識を踏まえて、今後のＮＰＯ活動が活発になり、地域社会

が豊かになるために、千葉県が取り組むべき施策について議論してきました。 

 

・10 月には骨子案を公表し、タウンミーティングや関係団体との意見交換会、

パブリックコメントの実施により、多くの県民の方から約 260 件の御意見を

伺いました。 

・こうした御意見を踏まえて骨子案を修正し、このたび中間報告案として公表

します。再度タウンミーティングやパブリックコメントなどを通して多く

の県民・ＮＰＯの御意見をいただきながら、今年度中に計画を策定するため

作業を進めてまいります。 
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＜用語の説明＞           

 

・市民 

  県民及び社会的に県と関わりを持つ個人を意味します。「〇〇市」に居住す

る住民という意味ではありません。 

 

・ＮＰＯ 

  市民の自発性に基づき、地域や社会の課題解決のために自立的・継続的に

社会貢献活動を行う営利を目的としない団体をいい、市民活動団体とも呼ば

れています。ＮＰＯが行う活動は市民活動とも呼ばれます。 

 

 

  ボランティア団体、特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という）な

ど、法人格の有無に関わらずこうした特徴をもつ団体をさします。「ＮＰＯ」

は、アメリカにおいて会社でない非営利団体の総称として生まれた言葉に由

来し、Ｎon Ｐrofit Ｏrganization の略です。また、国際的な活動を行う団

体の場合、非政府性という特徴を強調して、ＮＧＯ（Ｎon Ｇovernmental  

Ｏrganization）とも呼ばれます。 

 

 

・千葉県、県行政 

  人々が暮らす地域社会としての千葉県を指す場合には、「千葉県」を使い、

行政機関としての千葉県を指す場合には「県行政」と表記します。庁内・県

庁各課・関係各課といった場合には、知事部局のほか、教育庁や企業庁など

各任命権者の所属を含みます。また、市町村についても行政機関を指す場合

には、「市町村行政」と表記します。 

 

・地域社会を構成する様々な主体 

  連携、協力し合って地域社会を形成している主体として、市民をはじめと

して、ＮＰＯ、企業、学校・大学、地縁組織、各種団体、市町村行政、県行

政などあります。 

 

・地縁組織 

  地域を基盤とする団体である町内会、自治会、子ども会、老人会、消防団、

ＰＴＡなどを指します。 
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・社会サービス 

  この計画では、「社会サービス」を「広く社会一般（不特定多数の者）の利

益を第一の目的としている活動」として使っています。 

  この場合、活動の担い手が、公的機関であるか民間であるかは問いません。 

  また、その便益が、直接的には少数者が一時的に享受できない場合や、対

価の支払者だけに限定されることがあっても、その結果として「広く社会一

般（不特定多数の者）の利益を第一の目的」としている場合には、「社会サー

ビス」であると捉えることとします。 
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一緒に考えませんか？ 

～議論から生まれた共通認識～ 

 

 ＮＰＯ活動推進計画の議論を進める中で、私たちワーキンググループメンバ

ーは常に自らに問い続けなければなりませんでした。すなわち、私たちＮＰＯ

は、地域や社会に対して、本来の役割を果たしきれているだろうか？ ＮＰＯ

は地域や社会をどのように変えられただろうか？ という問題意識です。 

ＮＰＯ法施行から10年が経過して、今、ＮＰＯの存在価値が改めて問い直さ

れていると言えます。そこで私たちは、ＮＰＯ自身が自らの活動展開を見つめ、

今後をしっかり見通すことが必要ではないかと考えて、次の５つの視点を問題

意識として共有しました。 

県がその役割を果たすと同時に、私たちＮＰＯ自身も、常に新鮮に、勇気を

持って、自らの活動の在り方を振り返っていくことが必要です。 

さまざまな団体で議論の材料にしていただきたいと考えます。 

 

 

私たちＮＰＯ自身が、自分たちの力を信じて、力強く前進するために・・・ 

 

１ ＮＰＯだからこそ、自ら掲げた使命を常に振り返りながら活動しよう。 

２ 継続して地域づくりに取り組むために、団体としての力を養おう。 

３ 市民からの理解と共感が得られる活動を生み出し、市民の支援や参加を呼び

起こそう。 

４ 地域活動から見えてきた課題は、積極的に政策提言していこう。 

５ 他の組織や団体とは、パートナーとしてよりよい関係を築き、地域づくりにつな

げよう。 

 

                          ワーキンググループ委員一同 
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Ⅰ 計画の趣旨 
 
（社会的背景） 

 日本は、中央集権的なシステムで近代化を達成してきましたが、長年にわた

り続いた右肩上がりの経済成長とそれに伴う国や自治体の財政規模の拡大につ

れて、行政が担う領域も広がってきました。また市民の側でも、公共的な仕事

は行政に委ねる意識が強まるとともに、従来、日本の地域社会の基盤となって

きた地縁・血縁などのつながりを基礎とする、いわゆる地域コミュニティの力

も弱くなってきました。 

 

行政の提供する社会サービスでは公平性が最も大切にされることから、全国

一律の画一的なサービスとなる傾向があります。しかし、今日では少子高齢化、

高度情報化、グローバリゼーションの進展などにより市民のニーズは多様化し、

複雑・高度化する課題に対し、行政に委ねるこれまでの方法では解決できない

問題が多く生じてきました。 

   

こうした背景から、多様な市民ニーズに応えることのできる多元的な社会 

サービスが提供され、また、市民一人ひとりが社会をつくる主役の一人として

参加することができ、支えあう仲間をつくり、自己実現を図ることができる、

そんな社会が必要とされています。 

 

（計画の目的（なぜＮＰＯ活動を推進するのか）） 

地域づくりの主役は市民です。多様化し、複雑・高度化する地域の課題を解

決するには、市民の視点で地域の課題を発見し、当事者として声をあげ、課題

解決の方法を地域で合意形成をして決定し、主体的に誰もが幸せで豊かな地域

社会づくりに取り組むことが必要です。ＮＰＯはそのための重要な道具になり

ます。ＮＰＯ活動は、単なる非営利の活動ではありません。地域の主役である

市民が、地域や社会の課題に対し、参加、協力して自ら解決していく活動なの

です。 

 

 地域や社会において、市民の自発的で自由な様々な活動が活発に展開されて

いくことで、多元的な社会サービスが提供され、多様化する市民ニーズや様々

な課題に応えていくことができます。地域に住む市民が必要とすることを解決

するために柔軟に対応できるサービス主体として、ＮＰＯ活動を推進する  

必要があります。 
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また、ＮＰＯは人と人の間に様々な新しい社会関係を築くことのできる存在

です。市民の社会参加のきっかけとなり、自己実現の場を見出すことのできる

場になるなど多様で豊かな地域づくりの推進役となります。 

 

ＮＰＯ法が平成１０年に制定･施行されて１０年が過ぎました。市民による自

由な社会貢献活動を活発にしていこうというのがＮＰＯ法の理念です。このＮ

ＰＯ法の理念を実現しようとするのが本計画です。ＮＰＯ活動を推進すること

により、市民一人ひとりがいきいきと暮らすことのできる豊かな地域社会の実

現に近づきます。 

 

（県行政は地域社会を構成する一員） 

将来的に持続可能で豊かな地域をつくっていくためには、市民・ＮＰＯ、企

業、行政など、地域の多様な主体が適切に役割を分担し、相互に連携･協働する

ことによって、様々な課題を解決していくことが必要です。 

 

千葉県という行政機関は、市民・ＮＰＯや企業などとともに千葉県という  

地域社会を構成する一員であり、一つの主体です。 

このことを明確にするため、この計画では、千葉県という行政機関を表すの

に、「県」ではなく、あえて「県行政」という用語を使用しています。 

 

地域社会の一員としての県行政の役割は、地域や社会の課題に取り組む市

民・ＮＰＯが十分にちからを発揮できるよう、県行政が持っている情報、財源、

人材などの資源（リソース）を提供していくことです。また、市民主役の地域

づくりを進めていくためのファシリテーター役(促進役)を担うことです。 

複雑・高度化する様々な地域や社会の課題を解決していくためには、これま

での行政主導の地域づくりから、市民主導の地域づくりへと大胆な転換を目指

していかなければなりません。 

 

千葉県では、これまでも、白紙の段階から、市民・ＮＰＯが主体となってＮ

ＰＯ活動を推進するための計画をつくり、ＮＰＯと県行政が連携･協働して、

様々な事業を実施してきました。 

本計画においても、このような考え方に基づき、市民・ＮＰＯと県行政が、

目指すべき地域社会像やその実現に向けての施策の方向性を共有し、それを 

具体的に進める県行政の行動計画を定め、ともに取り組んでいくこととしてい

ます。 
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（計画期間） 

これまでの７年の施策の成果を踏まえ、また、社会状況の変化に対応するた

め、平成２１年度～２３年度の３年間を計画期間とします。 

 

 

 

 

＊法人格を持っていない任意の団体も NPO なのですか？＊ 

はい、ＮＰＯです。団体の形態ではなくその性質によるものです。 

一般に、平成10年に成立した特定非営利活動促進法や、この法律に基づいて設

立された特定非営利活動法人が、通称として各々「ＮＰＯ法」、「ＮＰＯ法人」と呼ば

れることから、「NPO」という言葉が、このような法人格を持っている団体のみを指し

て使われる場合があります。 

しかしながら、この計画では、このような法人格の有無や法的な設立形態にはこ

だわらず、市民の自発性に基づき（自発性・非政府性）、自立的・継続的に（自立

性・継続性）、地域や社会の課題解決のために社会貢献活動を行う（公共性）、営

利を目的としない（非営利性）、団体（組織性）を、ＮＰＯとして捉えています。 

したがって、例えばボランティア団体などの任意団体や、平成20年12月から始ま

った新公益法人制度に基づく一般社団法人などであっても、上記のような特徴を持

っていればＮＰＯと考えます。 
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Ⅱ 県のＮＰＯ施策における基本的な考え方 
 
（基本理念について） 
・千葉県では、第１ステージ（平成 14 年度～17 年度）、第２ステージ（18 年度

～20 年度）と、ＮＰＯ活動推進のため各種事業を展開してきました。 

 

・この施策展開に当たっては、「ＮＰＯ立県千葉の実現」を基本理念として、進

めてきました。「ＮＰＯ立県千葉の実現」とは、ＮＰＯを社会の軸の一つに据

えた上で、「ＮＰＯが日本で最も活動しやすい千葉県を実現することにより、

市民の視点に立ったより良い地域をつくること」です。 

・この基本理念の存在はＮＰＯの励みになり、この理念に基づくこれまでの県

行政の取組は、ＮＰＯ活動の推進と行政を変革する効果がありました。 

・この基本理念については、今後もその精神を継承していく必要があります。 

 

・「ＮＰＯが日本で最も活動しやすい千葉県」に向けた取組は、一定程度進んで

きています。今後は、これらの取組の更なる進展を図るとともに、「市民の視

点に立ったより良い地域づくり」のために、「市民が日本で最も活発に活動す

る千葉県」を目指すことを重点として、市民主役の地域づくりが進むよう、

ＮＰＯ活動を推進していきます。 

 

（継承すべき基本原則について） 

・また、県行政がＮＰＯ活動を推進するにあたり、今後とも普遍的に継承して

いくべきものとして、次の６点を基本原則として確認します。 

・これらの基本原則は、県行政において初めてＮＰＯ活動を推進するための指

針を策定した時に、活動を推進していくための道標として設けたものです。

県内において様々な分野でＮＰＯ活動が盛んになり、行政や多様な地域の担

い手とのパートナーシップが進んでいく中でも、「市民の視点に立ったより良

い地域をつくる」ため、普遍的に拠りどころとしていくべきものです。 

  

 １．市民本位の確立 

    二つの意味での「市民本位」の確立を図ります。 

第一は市民主役です。社会サービスの受け手としての市民を重視する

だけでなく、社会サービスの担い手としての市民やＮＰＯを社会の中心

に位置づけます。 

そして、市民の抱える問題は、市民自身が解決していくという自己決
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定・自己責任を尊重します。 

第二は市民参加です。県行政は、市民の声をよく聴き、市民の意見が

ＮＰＯ施策に反映されるようにします。県行政の他の諸施策においても、

市民の自主的・自立的な課題解決力に重きを置き、市民やＮＰＯの先導

的役割を尊重します。このため、県行政に市民が参加できる適正な手続

きを定めます。 

  ２．地域の個性ある発展の実現 

    ＮＰＯ活動には、地域の個性が強く現れます。その活動を推進するこ

とは、とりもなおさず地域における課題の独自性や市民ニーズの多様性

を尊重することです。県行政は、このような市民が生み出す地域ごとの

個性ある発展の実現を促進します。 

  ３．新しい官民の役割分担の構築 

    県行政は、市民が担う社会サービスの提供というＮＰＯの役割を認識

し、その自主性・独立性を尊重します。ＮＰＯを含めた新しい時代の官

民の役割分担のあり方を構築することをめざします。 

  ４．ワンストップサービスの実現 

    ＮＰＯ担当部署は、ＮＰＯに関わる関係各課の事業の情報、国・他の

都道府県・市町村等のＮＰＯに関わる情報を一元化し、市民やＮＰＯと

の情報の共有ができる体制づくりを進めます。また、ＮＰＯや市町村行

政と、関係各課との連絡調整を行います。 

  ５．パートナーシップと競争が生まれる環境の構築 

    ＮＰＯと県行政との対等なパートナーシップを構築します。さらに、

公益法人等、組合等、町内会・自治会等、企業、市町村行政と、ＮＰＯ

との連携の構築を促進します。この連携においては、ＮＰＯ同士の競争

やＮＰＯと企業、公益法人等との公正な競争が実現できる環境の構築を

めざします。 

  ６．説明責任（アカウンタビリティ）の重視 

    県行政のＮＰＯ施策に関して、その立案から決定・実施・評価にいた

る過程における説明責任（アカウンタビリティ）を重視します。そのた

めに、ＮＰＯとの関係づくりを進める基本的なルールなどを明文化しま

す。 

 

・これらの基本原則に則り、その時々の社会情勢等に応じて、具体的な施策を

展開していきます。 
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Ⅲ 目指すべき地域社会像 

 

 

 

 

 

 

 

 

（より良い明日をつくるために） 

 子どもから高齢者まで人間一人ひとりの命が脅かされずに、人間らしく生き

たいという権利が守られ、それを可能にする社会環境・自然環境を次世代に引

き継ぎより良い明日にするために、今、そしてこれから、地域社会を構成する

私たちが協力し合うことが重要です。 

 

（ＮＰＯの意義） 

より暮らしやすい魅力と活力にあふれた地域づくりに向けた市民一人ひとり

の思いは、思いを同じくする市民が集まってＮＰＯ活動として取り組むことで、

大きなちからとなります。ＮＰＯは、市民が自らその思いを実現させるために、

仲間とともに継続的に大きなちからで取り組むことの出来る重要な手段です。 

 

（多くの市民参加による多様性） 

 地域の主役は市民です。多くの市民が活動に参加し、多様なＮＰＯ活動が生

まれ育つことが望まれます。より多くの市民の参加が、多様な活動展開を可能

にし、継続的に活動するちからとなります。このような多様性が課題への取組

を豊かにし、より良い解決につながり、豊かな地域づくりのちからとなります。 

 

（ＮＰＯと様々な主体の連携による地域社会づくり） 

 さらに、こうした市民による大きなちからは、新しい制度を生み出したり、

地域の多様な担い手に働きかけるなど、うねりとなって、地域社会を変革して

いきます。ＮＰＯは、県行政・市町村行政や企業、学校・大学、地縁組織、社

会福祉協議会など地域を構成する様々な担い手と連携をとりながら、地域社会

の課題解決に取り組むことにより、更にそのちからは高まります。 

 

 

市民自らが、地域課題解決のため、県内各地で主体的に多様に活動すると

ともに、地域を構成する市民・ＮＰＯと行政や他の主体とが、それぞれの

特性や役割分担を認識し、活かし合いながら、ともに創っていく地域社会 
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（豊かさや幸せを実感できる地域社会の実現） 

  より多くの市民がＮＰＯ活動を通して社会参加することで、市民主役の地域

づくりが進み、ＮＰＯをはじめとする地域の多様な担い手がそれぞれの持ち味

を発揮することで、住んでいてよかった、と思える地域社会の実現に近づきま

す。 

このまちに暮らしていて生きがいや張り合いがある、困ったときには助け合

える仲間がいる、子どもがのびのびと地域で育っている、安心する居場所があ

るなど、市民一人ひとりが心の豊かさや幸せを実感できる地域社会を実現しま

す。 

 

目指すべき地域社会像は、５年～10 年の中期目標としています。 
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Ⅳ 施策の方向性 

 

 目指すべき地域社会像の実現に向けて、地域社会の一員である千葉県行政は、

本計画期間中に次の４つの方向性でＮＰＯ活動を推進します。 

 この方向性は、市民・ＮＰＯと共有して事業に取り組むものとします。 

 計画の進捗状況を確認するため、４つの方向性ごとに成果を測る指標を掲げ

るとともに、計画の最終的な成果を測るものとして、次の指標を設定します。 

 

 

（最終的な成果を表す指標） 

目標項目 現状（基準年度） 目標（目標年度）

 

ＮＰＯ活動によって地域社会が良くな

っていると思う人の割合 

 

― 

 

 

計画案の策

定時までに

検討 
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  ＮＰＯ活動への市民の理解を深め、より多くの市民の活動への支援や参加

を促進するとともに、新しいＮＰＯが生まれ、活動の裾野が広がることを目

指します。 

 

   暮らしやすい地域を実現するため、市民が主体的に活動し、ときには新し

い制度を生み出し、課題を解決していく手段としてのＮＰＯ活動の価値や意

義について、広く市民の理解を得られるよう広報、普及啓発を行います。 

   また、地域を良くしたい、地域のために何かしたい、という思いを持って

いても、一歩踏み出す機会やきっかけが少ないのが現状です。こうした市民

を後押しするため、未来を担う子どもや地域への貢献力が期待されている団

塊世代、また地縁組織や企業の構成員など様々な市民とＮＰＯの接点をより

多くつくります。 

このことにより市民自らが社会的な課題に取り組む機運を醸成し、寄付や

活動支援など多様な参加による「市民が支えるＮＰＯ」という、市民とＮＰ

Ｏとの新しい関係を育てる機会や場をつくりだします。 

 

 

（施策の方向性の成果を表す指標） 

目標項目 現状（基準年度） 目標（目標年度）

 

県内で活動するＮＰＯを知っている人

の割合 

 

18.4％ 

（20 年度） 

 

 

１ 市民の理解を深める 

計画案の策

定時までに

検討 



 16

 

  

    

ＮＰＯがより自立的、継続的にその活動を推進していけるよう、人材面、

財政面、情報面等様々な角度から支援します。 

 

ＮＰＯ同士がお互いの活動や果たしている役割に対して理解を深め、学び

合うことで、自ら育ちあうことのできる機会を設けます。 

また、市民とＮＰＯの距離を縮め、ＮＰＯがより多くの市民に支えられ、

又は参加を得ることでちからをつけ、地域に貢献する活動が行われるよう、

民が民を支える地域資源循環システムを普及させます。 

さらに、ＮＰＯが活動する上で課題となっている財政基盤の強化について、

資金調達に関する県行政のあり方について検討します。 

併せて、ＮＰＯの相談窓口である市町村市民活動支援センターやＮＰＯの

活動を支援する民間組織の連携強化を通して、支援機能の向上を図るととも

に、地域での様々なネットワークづくりの仲立ちができる人材の掘り起こし

や活用方策を検討し、各組織の機能が強化されるよう、後方支援します。 

 

（施策の方向性の成果を表す指標） 

目標項目 現状（基準年度） 目標（目標年度）

 

ＮＰＯ活動へ参加（寄付等の支援を含

む）している人の割合 

 

― 

 

 

２ ＮＰＯがちからをつける 

計画案の策

定時までに

検討 

＊なぜ「ＮＰＯがちからをつける」なのですか？ 

   県行政は、「ＮＰＯがちからをつける」支援をするものです。 

   ＮＰＯが効果的、継続的に活動していくためには、財務、組織、広報、事業などいろいろ 

な面でちからをつけていく必要があります。 

 しかしながら、そうしたちからは他から与えられてつくものではなく、ＮＰＯ自身が自らの 

意思で取り組むことが不可欠であり、県行政はその手助けができるに過ぎません。 

  この施策の方向性は、そうしたＮＰＯの取組を期待して、あえて「ＮＰＯがちからをつけ 

る」としたものです。 
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地域を構成する市民、ＮＰＯ、企業、学校・大学、地縁組織、社会福祉協

議会、県行政・市町村行政などが、出会い、連携・協力し合うきっかけづく

りや機会を提供することで、それぞれの特性や役割分担を認識し、活かし合

いながら、ともによりよい地域社会をつくっていくことを目指します。 

 

こうした地域の多様な担い手とＮＰＯがよりよい社会をつくっていく対等

なパートナーとして、新たなネットワークによる多彩な地域づくりが進むよ

う、ＮＰＯと地域の多様な担い手が連携して活動成果を上げている事例の表

彰や、地域での共通課題の把握や解決手法の検討などの場づくりを行うとと

もに、多様な連携機会の創出を促します。 

 

 

（施策の方向性の成果を表す指標） 

目標項目 現状（基準年度） 目標（目標年度）

 

多様な主体とＮＰＯとの連携事例の件

数 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域の様々な主体が連携・協力し合う場をつくる 

計画案の策

定時までに

検討 
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  ＮＰＯと行政が、対等で緊張感のあるパートナーシップを強化し、社会的

課題に取り組むパートナーシップ型行政をさらに進めます。このことにより、

市民の視点に立った行政運営への転換を進めます。 

  また、市町村行政と連携・協力し、全県的なＮＰＯ活動の推進を目指しま

す。 

 

県行政の各分野においてＮＰＯとの協働を積極的に進めるため、引き続き

現場志向を重視した県職員の意識改革を行うとともに、協働を進める制度の改

善や推進体制の見直しを行います。 

また、身近な市町村区域を活動フィールドとしていることが多いＮＰＯの

活動を推進するためには、市町村行政と県行政の連携・協力が大切です。市町

村行政の取組を尊重しながら、市町村行政と県行政の間での情報交換、共同研

究などを通して、地域の実情に応じたＮＰＯ施策を進めます。 

 

 

（施策の方向性の成果を表す指標） 

目標項目 現状（基準年度） 目標（目標年度）

 

県行政・市町村行政とＮＰＯとの協働事

業の件数 

 

216 件 

（平成 20 年度）

 

 

４ パートナーシップ型行政を進める 

計画案の策

定時までに

検討 
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Ⅴ 行動計画 

   

  この計画の目指すべき地域社会像の実現に向けて、千葉県行政は４つの施

策の方向性を具体的に進める行動計画を定め、平成２１年度から２３年度ま

での３ヶ年で実施します。 

 

１ 市民の理解を深める                

    ＮＰＯ活動への市民の理解を深め、より多くの市民の活動への支援や

参加を促進するとともに、新しいＮＰＯが生まれ、ＮＰＯ活動の裾野が

広がることを目指します。 

 

 

（１）広報・普及啓発活動の一層の推進 

ＮＰＯの活動意義やその成果について、まだ多くの市民に知られ

ているとはいえません。また、地域を良くしたい、地域のために何

かしたい、という思いを持っていても、一歩踏み出す機会やきっか

けが少ないのが現状です。 

そのため、様々な機会や方法によりＮＰＯと市民との接点を多く

し、その活動に参加したり支援したりする人の割合を増やすことが

課題です。 

 

そこで、引き続きホームページ・情報誌・ビデオなど各種広報媒

体の活用や県民ＮＰＯ講座・出前説明会・法人化説明会の開催など

を行い、様々な場面で市民の目にとまる効果的な広報やそれぞれの

目的に応じて後押しとなるような普及啓発に努めます。 

実施に当たっては、多様な団体が県内各地、各分野で幅広く活動

を展開している事例を通してその成果が伝わるよう、他団体の活動

内容を紹介し合うなどの新たな情報発信方法や、活動の担い手が広

がるよう子どもや団塊世代などターゲット別の情報発信など、効果

的な方法を検討します。 
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（２）ちばＮＰＯ月間の強化 

      市民のＮＰＯへの理解を促進し、ＮＰＯ活動へのより多くの市民

の参加につなげていくため、2008 年１月に「ちばＮＰＯ月間」を創

設しました。 

この「ちばＮＰＯ月間」における事業や行事の内容充実を図りま

す。 

 

ＮＰＯ自らが市民に活動内容を広報・普及する重点行動日として

｢（仮称）ＮＰＯの日｣を設け、ＮＰＯが県内全域で一斉に広報・普

及活動を展開するイベントの開催などを検討していきます。 

また、ＮＰＯ活動があまり盛んでない地域で開催している「市民

活動フェスタ」が、より多くの市民にとって、ＮＰＯ活動の体験の

場、ＮＰＯとのコミュニケーションの場となるよう、開催内容や開

催手法を見直します。 

さらに、その成果を踏まえ、今後の市民活動フェスタのあり方に

ついて検討するとともに、ＮＰＯや市町村などが今後実施する市民

活動普及イベントを広報面で支援するなど、県行政としての効果的

な支援策を検討します。 

 

（３）ＮＰＯ活動体験～みる・きくからやってみるへ～ 

      ＮＰＯが力を十分に発揮して活動するためには、地域の中で孤立

した存在に陥ることのないよう、市民や地域の様々な主体がその活

動の意義や役割を理解し、参加や連携へとつなげる取組が重要です。 

 

      そこで、団塊の世代や若い世代も含めた幅広い年齢層の市民や企

業、地縁団体など地域の様々な主体に対して、各々の希望に応じた

多彩なＮＰＯ活動を体験できる機会を提供します。 

また、ＮＰＯの側が活動体験の希望者をスムーズに受け入れるこ

とのできるようなプログラムの作成など、柔軟で包括的な受入体制

の構築を支援します。 

 

（４）ＮＰＯ情報ネットのあり方の検討 

      「千葉県ＮＰＯ情報ネット」は、県内ＮＰＯの基本情報、企業・

団体の助成情報、県行政や市町村行政のＮＰＯ関連施策などを積極

的に収集し掲載しています。また、ＮＰＯにも掲示板機能を利用し

た情報発信機会を提供しています。 
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しかし、開設から６年が経ち、ＩＴ（情報技術）の進化に応じた

情報提供方法の改善を行う必要が生じてきました。 

 

      そこで、ＮＰＯ関連情報の発信源として、市民・ＮＰＯが情報を

探しやすいサイトのあり方を検討していきます。検討に当たっては、

「民が民を支える地域資源循環システム」や各市民活動支援センタ

ー、ＮＰＯ支援組織のホームページなどとの役割分担、千葉県ホー

ムページとの連携も考慮します。 

 

 

＊市民の共感につながるようにアプローチしてはどうか・・・＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊将来を担う子どもたちがＮＰＯに親しめるようにしてほしい・・・＊ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

地域でＮＰＯという言葉をあまり聞

かない。知ってもらうことも大事だが、

参加や支援に結びつけるにはＮＰＯに

共感を持てるかが大事。寄付したいと

いう気持ちを持っている人はいる。そ

ういう市民の善意を引き出し、共感に

持っていく視点を入れるとよい。地域

を良くしたい、何かしたい、という気持

ちを共感につながるようにアプローチ

してはどうか。 

（ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 10/21 千葉） 

住民が暮らしやすい、住んでいてよか

った、と実感できる地域社会を創るため、

市民の視点に立った活動をするＮＰＯの

役割が大切です。 

ＮＰＯ活動により、困ったときに助け合

って暮らすことができるようになった、子ど

もの居場所ができた、などの成果が生ま

れています。 

こうした成果を広く市民へ伝え、新たな

共感が生まれ広がっていくよう、積極的に

広報していきます。 

＜行動計画１（１）（２）＞

・将来を担う子どもたちへも理解を深め

ることが大切。 

・子どものときからＮＰＯに親しんでもら

う仕組みを考えてほしい。 

（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ、ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 11/30 

山武） 

子どもたちがＮＰＯについて興味を持ち、

理解できるよう、子ども向けの啓発用ＤＶＤ

を作成しました。色々な場で、ぜひ活用して

いただきたいと思います。 

また、地域の一員としてＮＰＯも子どもた

ちへの教育の一端を担うことが期待されて

います。学校とＮＰＯの連携講座の開催、

出会いの場づくりの検討などを通して、学校

とＮＰＯの相互理解を深め、連携を促進して

いきます。   ＜行動計画１（１）、３（３）＞ 

タウンミーティング等での意見２ 

タウンミーティング等での意見１ 
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２ ＮＰＯがちからをつける              

    ＮＰＯがより自立的、継続的にその活動を推進していけるよう、人材

面、財政面、情報面等様々な角度から支援します。 

 

 

（１）「千葉県ＮＰＯ会議（仮称）～学び合い、育ち合う場として～」の創設

支援 

   ＮＰＯは、日頃の活動の中で様々な課題に直面しています。例え

ば、人材・資金・情報など活動に必要な資源の不足に困っている  

団体もあれば、取り組んでいる地域課題の解決の手法をどうしたら

よいか悩む団体もあります。 

   こうした各団体や地域・分野毎の課題については、ＮＰＯ同士が  

時には地域や分野を超えて、情報交換や意見交換をする中で解決に

つながることがあります。これらは、豊かな地域づくりのちからと

なります。 

   しかし、ＮＰＯ同士が課題や情報を共有し議論をすることは、  

きっかけがないことなどからなかなか進んでいないのが現状です。 

 

そこで、普段は別々に活動している県内のＮＰＯが一堂に会して、

課題を共有して情報交換をし、解決方法を検討するための機会の 

創設について支援します。この場において、新たな連携が生まれる

ことも目指します。 

例えば、テーマごとの研究会、フォーラム開催などにより、 

ＮＰＯ同士が学び合い、育ち合う機会となることが考えられます。 

 

 

（２）ＮＰＯの資金調達支援 

地域や社会の課題解決に取り組むＮＰＯの大きな課題として、活

動に必要な資金の不足があります。 

 

「民が民を支える地域資源循環システム」の実施状況も勘案しな

がら、ＮＰＯパワーアップ補助金を見直します。 

また、ＮＰＯ法人が金融機関などから融資を受けやすくなる制度

などを含めたＮＰＯの資金調達への支援のあり方を検討します。 
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＊ＮＰＯへの支援についての考え方は？＊ 

ＮＰＯへの支援は、ＮＰＯが取り組む社会的課題に一人でも多くの市民が関われ

るよう、また、ＮＰＯの自立性を損なわないように行うことが大切です。 

支援がなくなると、その活動ひいてはＮＰＯ自身の存続が危うくなってしまうような

ことにならないよう注意が必要です。 

ＮＰＯ活動に必要な資金、物品等の調達に関して、県行政は、民と民との関係を

強めることによって解決していけるよう、その環境づくりをすることによって支援して

いきます。 

 

 

 

（３）「民が民を支える地域資源循環システム」の普及・支援 

    地域や社会の課題解決に取り組むＮＰＯにとって、活動に必要と

なる資金･物品･人材・情報などの地域資源が不足し、十分にちから

が発揮できない状況にあります。 

 

自らが有する地域資源を社会のために役立てたいと考えている市

民・企業等とＮＰＯとの間で、地域資源の橋渡しを行う仕組みであ

る「民が民を支える地域資源循環システム」がスタートしています。 

このシステムが全県的に有効に展開されるよう、広報等による普

及・支援を行うとともに、市民・ＮＰＯが主体的に関わる基金に対

する支援を検討します。 

併せて、市民、企業、ＮＰＯがそのシステムに参加しやすい環境

づくりにも取り組みます。 

 

 

 

  ＊民が民を支える地域資源循環システムとは？＊ 

市民・企業・ＮＰＯなどが持つ地域資源（資金・物品・人材・情報）を地域や社会の

様々な課題の解決に取り組むＮＰＯに橋渡しする仕組みです。 

    資源の提供を受けることでＮＰＯは課題解決に取り組みやすくなり、市民・企業など

は資源提供を通して地域づくりに参加することができます。 
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（４）ＮＰＯ支援組織の連携強化 

     ＮＰＯ支援組織には、地域におけるＮＰＯ活動を支援し、市民の

自発的な課題解決を促進するために、次のような機能が求められて

います。情報収集・提供、相談、コーディネート・ネットワーキン

グ、人材育成、事業力向上支援などです。 

支援組織同士の連携により支援機能強化を図ることを目的として、

平成 18 年度に「千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワーク」が発足しまし

た。市町村の市民活動支援センター、ボランティアセンター及び民

間のＮＰＯ支援組織等が参加しています。 

 

千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワークにおいて、引き続き情報交

換・意見交換やスタッフ研修等、支援機能を強化するための事業を

実施します。さらに子ども・環境・里山・障害者支援など既存の分

野別のネットワークとの連携を進め、全県的なＮＰＯ支援組織のネ

ットワーク化を図ります。 

また、各地域の人材にネットワークのコーディネーターやアドバ

イザーとして活躍してもらうための方策を検討します。こうした人

材が活躍することで、様々なネットワークを各地域に広げ、そのネ

ットワークにより各ＮＰＯの力が効果的に発揮されることが期待で

きます。 

 

 

（５）ＮＰＯに向けた情報支援 

      ＮＰＯ向けの情報として、千葉県ＮＰＯ情報ネットにて随時発信

するほか、ニュースレター（月１回発行）やメールマガジンなどを

定期的に発行しています。しかし、それらは県行政の関連事業やイ

ベント紹介がメインとなっており、ＮＰＯの運営や活動を進める上

で必要な情報提供は十分とはいえない状況です。 

 

そこで、ＮＰＯの運営に役立つ実践的な情報や他団体の活動事例、

団体の適正運用に資する情報などについて、県としてどのような内

容や方法による情報提供が適当か検討し、団体活動が一歩先へ進む

支援を行います。その際、既存の情報媒体との役割分担も考慮しま

す。 
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（６）ＮＰＯ法の適正運用 

      ＮＰＯ法運用マニュアルは、所轄庁である県行政として、ＮＰＯ

法人に対して法運用の透明性を高めるとともに、ＮＰＯ法の適正な

運用を図るために作成したものです。このマニュアルは、ＮＰＯ法

人やＮＰＯ法人化を目指す市民にとっても、法人の運営・設立に役

立つ内容となっています。 

 

そこでＮＰＯ法の適正運用を図るため、ＮＰＯ法人関係者、市町

村職員などを対象に、「千葉県ＮＰＯ法運用マニュアル」を活用した

講座を開催します。 

さらに、ＮＰＯ法の適正な運用について、引き続き研究していき

ます。 

 

 

（７）ＮＰＯに関連する法制度の研究・提案 

   ＮＰＯ法人制度を中心とした非営利法人制度のあり方について研

究するとともに、認定ＮＰＯ法人制度の改善や税制上の優遇措置の

拡充等について、国へ提案・要望します。 

また、県税について、企業や他の公益法人とのバランスも考慮し

ながら、ＮＰＯ法人に対する税制上の支援策を検討するとともに、

施策展開を根拠付けるものとして、ＮＰＯ活動の推進や行政と市

民・ＮＰＯとの協働の推進に関する条例の必要性を検討することも

視野に入れます。 

  



 26

 

 ＊県で寄付の募集をしてほしい・・・＊ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊県が講座開催や人材養成をしてほしい・・・＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300 法人あっても、一法人あたりの

会員数は少ないのでは。会員増なくし

てＮＰＯの発展はない。人・物・金・情

報の問題を言うと、人は会員数が増え

ない。物はちゃんとした事務所がなく

て代表者が変わると事務所も変わる

等で、活動が定着しにくい。金はもっと

あれば活動を発展させられるが税制

上寄付を集めにくい。難しいかもしれ

ないが県でＮＰＯに対する寄付の募集

などはできないか。           

（ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 10/21 千葉） 

物品や資金、人材、情報など活動に必

要となる「地域資源」の不足により、十分

にその力を発揮できない状況も見られま

す。 

そこで千葉県では、市民・企業等と、地

域や社会の様々な課題の解決に取り組

むＮＰＯとの間で、資金や物品、情報等の

「地域資源」の橋渡しを行う仕組みの構築

を目指し、「民が民を支える地域資源循環

システム」を平成 20 年度モデル事業で行

っています。 

県行政では、本システムが市民の皆さ

んに広く知られ、地域資源が豊かな地域

社会構築に向けたＮＰＯ活動のちからとな

るよう普及支援していきます。   

＜行動計画２（３）＞

・ＮＰＯ法人を運営していく上で、会計

処理で苦労するので、県で会計講座

や相談にのってもらえるような日を設

けてほしい。       

     （ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 10/24 四街道） 

・ＮＰＯを支援する人材を養成すること

は重要なことであり、市民活動センタ

ー、ＮＰＯセンター及びボランティアセ

ンター等に専門職としてのコーディネ

ーターの配置を推進強化すべきです。

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)  

 

県内では、市町村市民活動支援センタ

ーと民間のＮＰＯ支援組織があり、これら

がＮＰＯの相談窓口になりますので、御相

談ください。 

なお、会計や広報などの講座や相談事

業については、上記の支援組織のほか、

民間の会計事務所等でも行われているの

で、そちらも御利用ください。 

また、市町村市民活動支援センターと

民間のＮＰＯ支援組織による支援組織ネ

ットワークがあり、県行政ではここで支援

のちからを高める事業を行っています。 

＜行動計画２（４）＞

タウンミーティング等での意見４ 

タウンミーティング等での意見３ 
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＊県で中間支援組織を育成してほしい・・＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊力のないＮＰＯを応援してほしい・・・＊ 

 

 

 

 

  

 

ＮＰＯは志を持っているが、バラバ

ラに活動しており、行政を動かすくら

いの力になっていない。リーダーシッ

プの取れる団体が必要なので地域

単位で中間支援組織を育成すること

が必要ではないか。      

   （ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 10/30 八千代）

ＮＰＯは、地域や社会の課題を解

決するために、市民が自発的、自主

的につくる組織です。ＮＰＯを支援す

るためのＮＰＯ（中間支援組織）もそ

の一つです。県がＮＰＯのうち特に

中間支援組織だけを育成することは

考えていません。中間支援組織を必

要とする市民・ＮＰＯの皆さんが育て

ていくものと考えています。 

また、地域のＮＰＯの皆さんが必

要に応じて、自らの意思でネットワ

ークを組んでいくことが大切と考えて

います。 

 県行政は、市町村行政の市民活

動支援センターや民間のＮＰＯ支援

センター（中間支援組織）、地域のＮ

ＰＯネットワーク組織などとの連携強

化により、各組織の力が高まり、効

果的なＮＰＯ支援ができる体制を整

えていきます。       

＜行動計画２（４）＞ 

今はあまり力のないＮＰＯをもっと自

立させていくことが、これからの３年間

ではまだ重要だと思っている。       

（ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 10/31 船橋） 

県行政でも、規模や分野に関わら

ず多種多様なＮＰＯが生まれ、各地

で活発に活動して裾野が広がってい

くことが望ましいと考えています。 

各ＮＰＯが自立して継続的に活動

できるように引き続き支援していきま

す。 

＜行動計画２（２）（３）（４）（５）＞ 

タウンミーティング等での意見６

タウンミーティング等での意見５
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３ 地域の様々な主体が連携・協力し合う場をつくる        

   地域を構成する市民、ＮＰＯ、企業、学校・大学、地縁組織、社会福

祉協議会、県行政・市町村行政などが、出会い、連携・協力し合うきっ

かけづくりや機会を提供することで、それぞれの特性や役割分担を認識

し、活かし合いながら、ともによりよい地域社会をつくっていくことを

目指します。 

 

 

（１）地域でのプラットフォームづくりの支援 

地域社会を構成する様々な主体には、市民はもちろんＮＰＯ、企

業、学校・大学、社会福祉協議会、地縁組織、市町村行政・県行政な

どがあります。それらが、連携・協力し合う関係をつくることにより、

市民の視点に立ったより良い地域をつくっていくことができます。 

 

地域の様々な主体が連携･協働して地域の課題解決に取り組む「地

域活性化プラットフォーム事業」を引き続き実施します。 

これまでこの事業に参加した市民・ＮＰＯを中心とした様々なネ

ットワークの構築や新たな連携・協働による取組がみられます。こ

の市民主導による地域づくりの取組を、千葉県モデルとして県内外

に普及していきます。 

さらに、福祉、観光、まちづくり、地域づくりなど、県行政の各

部局での取組とも連携しながら、地域でのプラットフォームづくり

を支援します。 

その際、「民が民を支える地域資源循環システム」による地域資源

の橋渡しによって生まれるＮＰＯと市民、企業などとの関係を活か

していきます。 

 

＊プラットフォームとは？＊ 

プラットフォームとは、出会いの場、活動の基盤、舞台を意味します。 

市民、ＮＰＯ、企業、学校・大学、社会福祉協議会、地縁組織、行政などが意見交

換・連携し、地域課題の把握・解決手法の検討から解決のための具体的な活動に

取り組むことを目指しています。 

地域活性化プラットフォーム事業の特徴は、地域の課題解決のために様々な主

体が連携して取り組むネットワークづくりと、地域の眠れる資源（人、モノ、場所、 

ネットワーク等）の活用にあります。 
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（２）多様な主体（企業・社協・地縁組織等）とＮＰＯとの連携促進 

    より良い地域をつくっていくためには、ＮＰＯと、企業、学校・

大学、社会福祉協議会、自治会･町内会などの地縁組織など、地域を

構成する多様な主体の連携･協力が必要となります。 

 

多様な主体とＮＰＯが、お互いのことや連携の必要性に関する理

解を深め、連携の方策を考えるきっかけとするため、セミナーや意

見交換会を開催するなど、連携･協力を促進するための場づくりを進

めます。 

その際、特に企業や他の公益法人などが実施している地域貢献活

動や県行政の各部局で実施している同様の取組と連携して進めます。 

 

 

（３）学校とＮＰＯとの連携促進 

あすのちばを拓いていくのは次代を担う子どもたちです。学校を

核として、家庭や地域と一体となって、地域に即したきめ細かな教

育を推進していくことがより一層求められています。 

地域の民間教育力の活用など、地域と学校との連携を進める上で、

専門性をもったＮＰＯも地域の一員として、子どもたちへの教育の

一端を担うことが期待されています。 

そのためには、ＮＰＯと学校の相互理解が欠かせません。 

 

教職員がＮＰＯへの理解を深め、ＮＰＯに関する新しい情報を得

られるよう「ＮＰＯと学校との連携実践講座」を実施していきます。 

講座の実施にあたっては、これまでの市町村教育委員会単位での

実施から学校単位でも行えるよう、機会の拡大を図ります。 

一方、ＮＰＯを対象に、学校の教育課程での活動を拡大するため

の小・中学校、高校での実践的な能力をつけられるような支援として

「連携実践講座」を開催します。 
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（４）ＮＰＯとの連携事例を表彰する制度の創設 

    企業や学校・大学、社会福祉協議会、地縁組織などとＮＰＯが連

携して地域や社会の課題解決に取り組むことが、環境、福祉、子育

て、まちづくりなど様々な分野や地域で、成果を挙げています。 

 

このような連携事例を顕彰することで、連携の効果が広く周知さ

れ、連携がさらに促進することが期待されます。事例を広く公募し、

表彰する「（仮称）ＮＰＯコラボ大賞」を創設します。 

 

 

＊ＮＰＯだけを対象とした賞の創設は適当ではない・・・＊ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

「ＮＰＯコラボ大賞」の創設が提案

されていますが、本来ＮＰＯ活動は

自主的・自発的な活動であり、ＮＰＯ

だけを対象とした賞の創設は適当で

はないと考えます。   

また、どのような基準で選考され

るのか。市民の自主的な活動に優

劣や点数をつけることが適当かどう

か熟慮してください。 

（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ） 

コラボ大賞では、表彰の対象は「連携事

例」であり、より良い連携が広がっていくこ

とを期待して実施しようとするものです。 

県行政が市民の自主的な活動に優劣を

つけるようなことはすべきではないと考え

ており、そのような誤解が生じないよう注意

しながら実施していきます。 

＜行動計画３（４）＞ 

タウンミーティング等での意見７ 
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４ パートナーシップ型行政を進める               

    ＮＰＯと行政が、対等で緊張感のあるパートナーシップを強化し、社

会的課題に取り組むパートナーシップ型行政をさらに進めます。このこと

により、市民の視点に立った行政運営への転換を進めます。 

   また、市町村行政と連携・協力し、全県的なＮＰＯ活動の推進を目指

します。 

 

 

（１）ＮＰＯとのパートナーシップの推進 

ＮＰＯとのより良いパートナーシップを築いていくためには、お

互いがパートナーとなる相手の特性や力を理解することが必要です。 

県職員に対してＮＰＯ活動の現場体験を含めた研修や、千葉県パ

ートナーシップマニュアルを活用した学習会、ＮＰＯとの意見交換会

などを実施します。 

さらに、ＮＰＯと県職員が協働のあり方や事例を共有するととも

に、地域に密着した市民・ＮＰＯの声を直接聞くことなどを通じて、

県職員の意識改革を進めます。 

また、ＮＰＯ及びＮＰＯ施策に対する理解を促進し、全庁的な取

組み等を推進するため、パートナーシップ推進員を県行政の関係課

に設置しています。 

庁内における一層の共通認識と連携の強化を図る観点から、パー

トナーシップ推進員をすべての課に設置することを検討します。 

 

 

 

 ＊千葉県パートナーシップマニュアルとは？＊ 

ＮＰＯとのより良いパートナーシップを築いていくための統一ルールとして『千葉県 

パートナーシップマニュアル』（平成 16 年 2 月初版）を市民･ＮＰＯとの協働で作成し、 

その活用を図っています。 

    このマニュアルは、職員が業務を行う際の手引書であり、また、県行政とパートナー 

シップを組もうと考える市民･ＮＰＯのガイドラインにもなっています。 
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＊パートナーシップ、協働とは？＊ 

「パートナーシップ」とは、異なる立場の主体同士が、継続した協力や連携な

どの関係を持つことであり、「協働」という言葉を使うこともあります。 

ＮＰＯと行政のパートナーシップの推進で注意したいのは、常にパートナーシ

ップありきではないということです。 

行政とＮＰＯはお互いに独立した存在ですが、課題解決にともに取り組むこと

で、市民にとって、より良い成果が期待できる場合には、適切なパートナーシッ

プを築けばよいということです。 

 

＊パートナーシップ型行政とは？＊ 

「パートナーシップ型行政」とは、「パートナーシップ」を通じて、県行政もＮＰＯも社

会的課題解決のために活動できるように、さまざまな施策を推進していくタイプの行

政をいいます。 

 

 

 

（２）ＮＰＯとの協働事業の推進 

全庁的なパートナーシップ型行政を推進するため、「ちばパートナ

ーシップ市場
い ち ば

」という仕組みを創設し、意見交換会を実施しながら、

県行政とＮＰＯとの協働事業を実施してきました。 

     県行政とＮＰＯが協働して事業を実施するのは、それぞれが単独

で地域や社会の課題解決に取り組むよりも、市民にとってより大き

な効果をもたらすためです。 

そこで、相乗効果のある成果が生まれる協働事業が実施されるよ

う、「ちばパートナーシップ市場」を常に見直していきます。 

また、県行政は、環境、生活、福祉、観光、経済、教育、まちづ

くりなど、様々な分野で市民・ＮＰＯとの連携をうたっており、様々

な形で協働を進めています。 

これらの協働事業の成果を県行政の施策に活かすとともに、広く

市民にその成果を知らせていきます。 
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 ＊協働事業、ちばパートナーシップ市場
い ち ば

とは？＊ 

「協働事業」とは、二つ以上の担い手が、それぞれの目標の実現のために目的を

共有し、役割分担して一つの事業を実施することにより、相乗効果をあげることが

期待される事業のことです。 

「ちばパートナーシップ市場」は、千葉県内の地域課題について、県行政とＮＰＯ

とが情報交換や意見交換をした上で、相乗効果が期待できる事業をＮＰＯから公募

し、採択された事業を予算化し、翌年度に県行政とＮＰＯとが協働事業として実施

するという制度です。 

県行政が事業を決めて、事業の実施段階で市民の参加を求めるのではなく、事

業の計画段階から実施、評価まで市民参加で行おうとするものです。 

「市場」という名称には、人やモノが集まって一緒に事業を行う場という思いが込

められています。 
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（３）ＮＰＯに関するワンストップサービスの充実 

多様な活動を展開するＮＰＯに対して、いわゆる縦割り行政の弊

害が生じないよう、県庁各課とＮＰＯや市町村行政等を有機的に結

びつけ、効率的なサービス提供体制を構築する必要があります。 

 

      そこで、ＮＰＯ活動推進課をＮＰＯに関する県行政の総合窓口と位

置付け、千葉県ＮＰＯ情報ネットやＮＰＯパートナーシップオフィス

等を通じて、ＮＰＯに関する様々な情報を一元的に収集・提供します。 

      また、ＮＰＯ活動推進課内に県庁部局毎のワンストップサービス

担当者を設置することで、県庁各課とＮＰＯや市町村行政等を結ぶ

仲介・調整・相談機能を確保します。 

 

   ＊ワンストップサービスとは？＊ 

一つの窓口や一度の手続で、関連する作業を一括して処理できるように設計され

たサービスです。 

 

 

 

（４）市町村行政との連携・協力 

     全県的にＮＰＯ活動を推進していくためには、地域に最も近い行

政組織である市町村行政と県行政との連携が欠かせません。しかし

ながら、市町村行政におけるＮＰＯ活動推進施策の取組状況は地域

によって異なります。 

 

そこで、市町村行政と県行政の連絡会議の充実を図り、意見交換・

情報交換や県内外の先進事例を知る機会などを設けます。 

また、ＮＰＯ活動を促進するため、地域の実情や特性に応じた活

動推進施策についてＮＰＯの成功事例や先進事業なども参考にしな

がら、県行政・市町村行政・ＮＰＯ等の連携により共同で研究を行

います。 
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 （５）全国の自治体との交流・連携の促進 

    ＮＰＯ活動を推進していくためには、ＮＰＯ施策を積極的に推進

する全国の自治体との連携や交流を図り、その取組みの輪を広く全

国に拡大させていくことが重要です。 

 

引き続き、「ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク」や「ＮＰＯ活動

推進自治体フォーラム」に参加します。ＮＰＯの支援やＮＰＯとの

協働などに関し、直面している課題や先進的施策に関するビジョン

や成果等について、全国の自治体と情報共有や議論、研究などを行

い、切磋琢磨しながら、ＮＰＯ施策に反映させるとともに、必要に

応じて法改正など国への働きかけを行っていきます。 

 

＊ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク、ＮＰＯ活動推進自治体フォーラムとは？＊ 

     千葉県の提唱で、平成１６年度に第１回ＮＰＯ活動推進自治体フォーラムを千葉市

幕張で開催しました。その後、横浜市、滋賀県、佐賀県、静岡県で開催されています。 

この千葉での会議をきっかけに、継続的にＮＰＯ活動推進のための取組を進めてい

くため、全国の１９３自治体の参加を得て平成１７年１１月にＮＰＯ活動推進自治体ネッ

トワークが発足しました。 

        その後参加自治体数が増え、全国的にＮＰＯ活動推進に取り組む機運が広がってい

ます。現在２２１自治体《４０道府県、１８１市区町村》となっています。 

 

 

 

＊市町村のＮＰＯ施策を充実させて欲しい・・・＊ 

市町村と県の間では、ＮＰＯに対

しての意識差がある。ＮＰＯと直接

関わる機会が多いのは、市町村で

あるが、各市町村ではＮＰＯへの対

応策に対してやる気はあってもその

方法がわからないことが多い。県で

は市町村への支援も厚くしてもらい

たい。 

       （ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 10/25 富津） 

ＮＰＯ活動を推進する上で、多くの

ＮＰＯが活動地域としている市町村

行政の役割は重要です。 

そこで、ＮＰＯの協力を得ながら、

市町村行政と県行政が共同でＮＰＯ

施策に関する研究会を開催したり、

情報交換や意見交換を積極的に行

います。このことにより、県行政と市

町村行政が連携・協力し、地域の実

情に応じた施策を推進します。 

     ＜行動計画４（４）＞ 

タウンミーティング等での意見８
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Ⅵ 推進体制 

 

県行政は、行動計画を確実に実施し、ＮＰＯ、市民、地域の多様な主体、市

町村行政の協力を得て、この計画を推進していきます。 

 

１．役割について 

（１）県行政の役割 

   ・市民の視点に立ったより良い地域づくりのために、市民・ＮＰＯが主

体的に地域課題の解決に取り組むことの価値や、そのための仕組みで

あるＮＰＯの意義と地域社会への貢献の成果を、広く市民に発信しま

す。 

   ・ＮＰＯ活動の自主性を尊重し、個々のＮＰＯが自立して地域の課題を

解決するちからを発揮できるよう支援するとともに、「市民が支えるＮ

ＰＯ」という市民とＮＰＯとの新しい関係を育てる機会や場をつくり

だします。 

   ・多様なＮＰＯ活動のあり方を認めるとともに、お互いの目的を共有す

る領域においては、ＮＰＯが県庁各課とパートナーシップを構築し、

連携・協働を進めていくためのコーディネートをします。 

・ＮＰＯと市町村行政や企業、学校・大学、社会福祉協議会、地縁組織

など地域を構成する様々な主体との連携・協力が進むよう、多様な機

会の創出を促します。 

   ・市民のＮＰＯに対するチェック機能が十分果たせるよう、ＮＰＯに関

する情報公開を徹底します。 

 

     ＊県行政がこのような役割を果たすため、具体的に施策を展開する

推進体制については、２．県の施策推進体制に記述します。 

 

（２）地域社会の担い手へ期待すること 

a.ＮＰＯへ期待すること 

   ・行政や企業と並んで、社会サービスを提供する主体として大きな役割

を果たすことを期待しています。 

   ・県内各地で自立した多様な活動が生まれ、展開されることを期待しま

す。 

   ・多くの市民が社会参加するための活動を行うことを期待します。 
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   ・日々発生する新たな社会的課題について、地域社会や行政に提言する

ことを期待します。 

   ・地域の多様な担い手と、新しい関係を築き、地域のちからを強める主

体となることを期待します。 

   ・目的を共有する領域において、行政とパートナーシップを組み、社会

を変革していくことを期待します。 

 

b.市民へ期待すること 

   ・ＮＰＯを、市民自らが社会的課題を解決し、よりよい地域社会をつく

るための仕組みとして認識することを期待します。 

・より多くの市民が活動に参加、または支援するなど、多様な関わりを

持つことを期待します。 

・市民が活動を通して社会参加し、よりよい社会へ変革していくちから

となることを期待します。 

・ＮＰＯが地域社会へ貢献する活動を展開していくよう、市民が育てる

ことを期待します。 

 

c.地域の様々な担い手へ期待すること 

   ・地域では、町内会・自治会や学校・大学、社会福祉協議会、企業など

が、それぞれの特性を生かして、ときには連携しながら暮らしやすい

地域社会を築いてきました。 

こうした多様な地域の担い手が、ＮＰＯをよりよい社会をつくってい

くパートナーの一つとして認め、ともに地域づくりに取り組むことを

期待します。 

 

d.市町村行政へ期待すること 

・ＮＰＯの活動は、単一の市町村内を活動地域としたものが多いため、

こうした活動を活性化させる環境を整えるためには、市町村行政と県

行政が一層連携・協力することを期待します。 

・県行政と市町村行政は地方分権の流れの中では対等・協力の関係であ

ることから、ＮＰＯ施策に関する情報交換、情報共有を行いながら、

市民による活動が活発になるよう取組みを進めていくことを期待しま

す。 

   ・市町村行政は、地縁組織や社会福祉協議会とともに、ＮＰＯをともに

地域をつくる担い手と認識して、支援、連携、協働することを期待し

ます。 
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２．県の施策推進体制 
（１）千葉県ＮＰＯ活動推進委員会 
  県行政のＮＰＯ施策の推進にあたり、専門的な見地から幅広く意見や助

言・協力等を求めるとともに、市民・ＮＰＯと県行政が協働で事業を進める

ため、千葉県ＮＰＯ活動推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置し

ます。 
  推進委員会は、この推進計画が着実に実行されるよう進捗状況をチェック

し、県行政と協働して行動計画を具体化します。 
  また、推進委員会は、必要に応じて市民やＮＰＯに働きかけを行い、その

ニーズを的確に把握して、計画を推進していきます。 
 
（２）千葉県ＮＰＯ活動推進会議 
  ＮＰＯに関する施策を県行政全体で円滑に進めることを目的として、千葉

県ＮＰＯ活動推進会議（以下「推進会議」という。）を設置します。 
  推進会議は、推進委員会と協力し、ＮＰＯ及び推進計画に対する理解の促

進、ワンストップサービス体制の確立のための全庁的な取組などを推進して

いきます。 
  また、ＮＰＯの活動分野は、行政のほとんどの分野に及んでいます。そこ

で、ＮＰＯ関連事業を実施している担当課職員等を「パートナーシップ推進

員」とし、情報を共有し、各部署が共通の認識を持って連携・協力を図りな

がら、県庁内が一体となってパートナーシップ型行政を推進していきます。 

千葉県ＮＰＯ活動推進体制

千葉県ＮＰＯ活動推進委員会 千葉県ＮＰＯ活動推進会議

パートナーシップ推進員

市民・ＮＰＯ・企業・市町村等

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課

連携・協力

意見交換

タウンミーティング等

パブリックコメント・意見

県行政が、全庁的にＮＰＯ施策
を推進するための組織

市民・ＮＰＯと行政が、協働で施策
を推進するための組織

計画の進捗管理や行動計画の
具体化を行う
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Ⅶ これまでの施策の成果と課題 

 

［成果］ 

 

（１）ＮＰＯと多様な主体との連携が始まり、地域の課題解決力が高まってき

ている。 

    ① ＮＰＯが地域の様々な主体（学校・大学、市町村、企業）などと連

携して、地域の課題解決力を強化する「地域活性化プラットフォーム

事業」は、参画するＮＰＯの増大とともに多様な活動を生み出し、県

内各地で成果を収めています。 

   ② 市町村におけるＮＰＯ支援体制の整備に関しては、市民活動支援セ

ンターを設置した市町村数が、平成 13 年では１自治体であったのが、

平成 20 年では 17 自治体に増加しました。 

③ ＮＰＯと学校の先進的な連携事例を集めた「ＮＰＯと学校の連携事

例集」はＮＰＯと教育界双方に活用されています。これを活用した実

践講座も拡大し、教職員のＮＰＯに対する理解が深まってきています。 

④ 「企業とＮＰＯに関するセミナー」は、企業がＮＰＯを協働の相手

と認識し始めたことや県がその基盤を形成したことで、新たな展望を

生み出しています。 

⑤ 企業や大学とＮＰＯとのマッチングの場の提供などにより、新しい

ネットワークの形成や、単独では解決できなかった地域の課題解決力

の向上につながっています。 

 

（２）パートナーシップ型行政が実体化し、「千葉方式」として県政運営の標準

になりつつある。 

① 徹底した情報公開とＮＰＯを始めとする市民参加・協働による計画

づくり・施策の推進の県政運営の手法が全庁に広がり、今や「千葉方

式」として高く評価されるようになっています。 

② 「ちばパートナーシップ市場」の開設により、ＮＰＯが事業提案を

県庁各課へ行う状態が生まれ、庁内においてＮＰＯが身近な存在とし

て認識されるようになり、公募型事業も増えてきています。 

③ ＮＰＯに対する認識が広まることで、ＮＰＯの実態を見て評価する

姿勢が職員の間に形成されてきています。 

④ 県行政とＮＰＯがパートナーシップを築くためのルールである「千
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葉県パートナーシップマニュアル」や法解釈や運用のあり方について

の全国初の本格的なマニュアルである「千葉県ＮＰＯ法運用マニュア

ル」は、「ＮＰＯ立県」のための重要なツールとして定着しています。 

 
（３）ＮＰＯ活動への理解と参加の促進に向けての新たな取組に成果があ

った。 

   ① ＮＰＯの活動をより多くの市民に広め、参加につなげていくための

戦略的事業として平成 19 年度に初めて実施した「ちばＮＰＯ月間」は

成果がありました。主な行事である「市民活動フェスタ」への来場者

も 4,024 人に上っています。 

② このことにより、これまで活動のあまり活発でなかった地域におい

ても、市民のＮＰＯの認知度が高まり、市町村施策への反映などの効

果がありました。 

 

（４）ＮＰＯ活動の実情に応じた補助金制度が整備され、ＮＰＯ活動に対し役

立つ補助金として効果をあげている。 

   ① 補助金制度（ＮＰＯパワーアップ補助金事業）は、同一ＮＰＯが初

年度から３年度まで継続して補助を受けられる制度へ改編したことで、

ＮＰＯの組織基盤の強化や活動の活性化などの成果を生み出し、併せ

てＮＰＯ活動が地域へ浸透するちからを生み出すなどの効果をあげて

います。 

   ② 応募件数が増加し、また実績報告書及び現地視察を通して、ＮＰＯ

の組織基盤の強化や地域への浸透並びに連携に向けた取組に有効に活

用されていることが確認されています。 

 

（５）その他のＮＰＯ支援施策に関しても、成果があった。 

   ① 「民が民を支える地域資源循環システム」は、モデル事業として今

後の方向性を明らかにすることができました。 

② 「千葉県ＮＰＯ支援組織ネットワーク会議」の立ち上げとそこでの

意見交換等の取組により、課題の共有化が図られ、支援組織の連携が

強化されつつあります。 

   ③ 「ＮＰＯ出前講座」の受講者数が増加し、市民のＮＰＯ理解を促進

しています。 

   ④ 「ＮＰＯ法運用講座」は新しい手法によって実施したことで、法制

度の内容や法人運営のノウハウについてより理解が進んでいます。 

   ⑤ 「事業力向上セミナー」等の開催は、参加者の満足度も高く、ＮＰ
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Ｏの事業力強化を支援するという当初の課題を達成しました。 

   ⑥ 「法人化説明会」は、法人の設立認証申請を円滑にするために大い

に役立っています。 

 

（６）法制度に関する施策も成果があった。 

① 千葉県ＮＰＯ活動推進委員会に設置されたＮＰＯ関係者と有識者に

よる「ＮＰＯ法制度研究会」において税制改正に向けた検討を行い、

認定ＮＰＯ法人制度の要件緩和等について国へ要望し、平成 20 年度の

税制改正において認定ＮＰＯ法人制度が大幅に改正されました。 

② 引き続き、ＮＰＯの声を集約しつつ、税制改正要望を国に対して行

っていくことが重要です。 

 

（７）これらの施策を通して、ＮＰＯ法人の数が大きく伸び、ＮＰＯ活動に対

する県民の認知度や活動の評価、期待する割合も高まっている。 

   ① 県内ＮＰＯ法人数の増加。 

千葉県の認証ＮＰＯ法人数は、平成 14年３月末に 214だったものが、

20 年７月末には 1,342 と、約 6.3 倍に増え、全国では５番目に多い法

人数となっています。 

   ② 市民活動に対して、肯定的イメージを持っている県民が多い。 

     「県政に関する世論調査」（平成 19 年度第 35 回調査。以下④まで同

じ。）によれば、市民活動に対するイメージについて、 

・「市民が自発的に、市民が必要としているサービスを提供している」

が 38.1％ 

・「行政や企業とともに、市民の視点に立った新しい地域づくりを担

っている」が 33.3％ 

・「市民が自己実現を図り、支え合う仲間を作る場となっている」が

30.2％ 

に対して、 

・「怪しげな活動をする団体もある」が 24.5％ 

となっています（複数回答）。 

   ③ 市民活動に対して、何らかの形で支援の意向がある県民が多い。 

     市民活動に対する支援意向について、 

・「積極的に支援をしたい」が 1.8％ 

・「賛同できる活動には支援をしてもよい」が 41.8％ 

・「支援したいがどのように支援してよいかわからない」が 15.6％ 

と、合計で約６割が何らかの形での支援の意向を示しているのに対して、 
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・「わからない・無回答」が 40.8％ 

となっています。 

   ④ 今後の市民活動について、期待している県民が多い。 

     今後の市民活動に対する期待について、 

・「新しい地域づくりの中心となる存在として期待している」が

44.8％ 

・「仲間づくりや国際的な交流など、活動の場を広げることに期待し

ている」が 31.4％ 

・「雇用の場として期待している」が 13.8％ 

に対して、 

・「あまり期待していない」が 12.1％ 

・「わからない・無回答」が 23.7％ 

となっています（複数回答）。 

⑤ 法人に限らず県民の自発的な活動が、各地、各分野で展開されるよ

うになり、地域づくりの主体として、地域で広く認知されるようにな

ってきています。 

 

（８）ＮＰＯ活動推進自治体ネットワークの参加自治体数は 218 自治体《38 都

道府県、180 市町村》となっている。 

     千葉県の提唱で、平成 16 年度に第１回ＮＰＯ活動推進自治体フォー

ラムを幕張で開催しました。この会議をきっかけに、継続的にＮＰＯ

活動推進のための取組を進めていくため、全国の 193 自治体の参加を

得て平成 17 年 11 月にＮＰＯ活動推進自治体ネットワークが発足しま

した。 

     その後参加自治体が増え、全国的にＮＰＯ活動推進に取り組む機運

が広がっています。 
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〔課題〕 

 

（１）ＮＰＯの役割やその意義が、地域に充分根付いていない 

「県政に関する世論調査」（平成 20 年度第 36 回調査。以下（２）も同

じ。）によれば、身近で活動する市民活動団体を知らない市民が圧倒的に

多く（新聞やテレビでは聞く 54.3％、知らない・無回答 27.3％の計で

81.6％）、役割や意義が、地域に根付くまでの道のりは自治体によって差

はありますが、まだ遠いといわざるを得ません。 

    ＮＰＯ法〔特定非営利活動促進法〕が出来て 10 年になりますが、地域

の市民が身近にＮＰＯの活動が見え、その意義を感じられるようになる

には、より多くの多様なＮＰＯの誕生と自由かっ達な活動の展開、透明

度、市民へのアピール・情報提供の仕方などにまだ課題が残ります。 

 

（２）市民がＮＰＯ活動に携わる割合が少ない 

身近で活動している市民活動団体を知ってはいても、定期的に活動に

参加している人の割合は低迷しています（17 年度 18.1％→20 年度

14.4％）。 

市民がＮＰＯ活動へ多数参加する裾野の広がりをつくれていない地域

が多く、したがって全般的にＮＰＯへの理解・共感・信頼と市民からの

支援を得るところまでいっていません。ＮＰＯは市民による活動である

のに市民とのつながりはまだ十分とは言えません。 

 

（３）ＮＰＯ自身の事業力など自立する力がまだ弱い 

    自立し、継続して地域社会の課題解決に取り組んでいくには団体とし

ての基盤がまだ脆弱なところが多く、「思いだけで動いている」団体が多

いのが実態です。特に任意団体の多くが年間の事業費が 10 万円以下であ

るなど、いわゆる『ひと、もの、金』の不足は続いています。街づくり

や環境問題など長いスパンを要する課題に取り組む団体が多いので、次

世代に引き継いでいけるだけの力が必要とされます。 

各団体の目的や活動内容は多様であることから、必要な『ひと、もの、

金』は異なりますが、例えばボランティア活動を行う任意団体において

も、活動したい人の受け皿組織として、継続的に活動していく力が必要

です。                      

    ＮＰＯの自立のためには、今後どのような支援が良いのか、支援の方

法や内容・妥当性の検討も課題です。ＮＰＯがコミュニケーション力や
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事業力の向上を自分の課題として取り組むような支援の工夫が必要です。 

  

（４）地域の様々な主体との連携・協力がまだ弱い 

     全般的に市民のＮＰＯへの理解が少ないのと同様に、地域を構成する

様々な主体のＮＰＯへの理解や信頼が地域によって差はあるもののまだ

築けていないという実態があるので、その先にある連携・協働はあまり

進んでいません。 

① 社会福祉協議会やそのほか既存の自治会、町内会など地縁組織など

とは地域課題を共有している場合が多いが、相互の対話の機会は十分

とは言えません。 

② 企業・中小企業などとの相互理解を促進する仕掛けとマッチングの

検討が必要です。 

③ ＮＰＯ同士の連携への何らかの支援の検討も必要です。 

 

（５）市町村行政のＮＰＯ施策に格差が生じている 

市民活動（支援）センターを設置している自治体は増えていますが 17

市町にとどまっており、支援組織ネットワーク会議に参加する自治体と

しない自治体とにＮＰＯ理解や施策に差が生じています。 

市民が地域課題の解決のため積極的に活動したいと考えたときに、各

自治体がその意見を受け止めて支援したり、協働して課題解決を行った

りできる環境を全県的につくっていくため、市町村のＮＰＯ施策の底上

げに県行政が出来ることは何かを検討していく必要があります。 

 

（６）行政とのパートナーシップは道半ば 

    ちばパートナーシップ市場制度の開設で県庁の関係課とＮＰＯの接点

ができ、それによってＮＰＯと行政の相互理解とパートナーシップへの

道は開けましたが、まだ協働事例は多くはありません。 

ＮＰＯにおいても、また県庁各部局においても、「協働」はどのように

あるべきかの整理・地ならしが十分とは言えません。 

県職員の協働への一層の理解促進・意識改革のための手法や、県の出

先機関でのワンストップサービスの周知の検討が必要です。 

 

（７）法制度の改善への提案と寄付文化の気運づくり 

① 現行の寄付税制がＮＰＯの財政的自立を難しくしている大きな要因の

ひとつになっています。ＮＰＯ法人の財政基盤を強化し、ＮＰＯ活動の

促進に資する税制度の確立は、引き続き取り組んでいくべき課題です。 
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② 市民に寄付の文化が育っていません。活動に共感するけれど参加の仕

方がわからない、自ら活動することは難しいけれど資金面で活動を支え

たい、などの思いを持った市民とＮＰＯの活動をつなぐ橋渡しを積極的

に応援していくことが必要です。 
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Ⅷ 千葉県のＮＰＯの現状 

 

  ３年前の前回の調査結果との比較では、ＮＰＯ法人数は増加していますが、

ＮＰＯ法人・任意団体ともに、財政規模、主な収入源、活動する上で困ってい

ることについては、従来どおりの順位結果で傾向は変わりません。 
しかし、財政規模では任意団体のポイントが高い方に移行し、行政からの補

助金や業務委託費、民間の助成金のポイントが上がっています。 
また、ＮＰＯ法人では自主事業、会費収入のポイントが上がっており、活動

資金を増やす自助努力が進められていることがうかがえます。 
自治体との協働に関する項目では、今後の協働する意向、協働の実績でも増

加しています。このことから、県・市町村行政でのＮＰＯ推進施策等の取組の

効果がうかがえます。 
 

  ＮＰＯの地域ごと、分野ごとのネットワークや連携した活動や事業が目に見

えるようになっています。 
例えば、各市町村市民活動センターを中心とするＮＰＯネットワーク、県

地域活性化プラットフォーム事業実施地域（四街道市、西印旛流域、栄町、市

原市）、県ＮＰＯフェスタ開催地域、分野ごとでは「ちば里山シンポジウム」

「生物多様性県民会議」「たすけあい、星数事業などの地域福祉ネットワーク」

「子育て応援メッセネットワーク」「ＮＰＯ支援組織ネットワーク」等有機的

なネットワーク活動は、団体の活動内容に広がり、深みを育んでいます。 
今後も多くの地域、分野で参加する団体を広げる必要があります。 

 
  この間、「３年以上にわたる事業報告書の未提出」「法令違反」等による   

ＮＰＯ法人格認証の取消しは９団体、解散は 67 団体（平成 20 年 12 月 31 日現

在）となっています。継続的に活動している法人が圧倒的に多い一方で、法人

としてのメリットが感じられなかったり、継続して活動する組織としてのちか

らがなくなったり、後継者がいないなど様々な理由で解散する法人も出てきて

います。 
 

  県内には様々な地域・分野で活動しているＮＰＯ法人が出てきていますが、

市町村によってはＮＰＯ法人がまだ１つもないところもあります。地縁組織が

その組織力を活かして地域の課題を解決している地域においては、その傾向が

強く見られます。地域によっては、ＮＰＯ法人が生まれ、地縁組織との相互理

解、共通認識のもとで連携することが課題となっています。 
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県民センター別 認証数 　　　　市　　町　　村　　別 団体数

千葉県庁 332 千葉市 275 市原市 57 8 千葉市 7 市原市 1

市川市 88 八千代市 39 市川市 4 八千代市 1

船橋市 144 浦安市 28 船橋市 1 浦安市 0

習志野市 24 習志野市 1

松戸市 104 流山市 35 松戸市 1 流山市 2

野田市 26 我孫子市 41 野田市 3 我孫子市 1

柏市 104 鎌ヶ谷市 19 柏市 2 鎌ヶ谷市 0

成田市 28 旭市 8 成田市 2 旭市 0

佐倉市 29 香取市 16 佐倉市 1 香取市 0

四街道市 16 酒々井町 3 四街道市 0 酒々井町 0

八街市 12 栄町 6 八街市 1 栄町 0

印西市 24 印旛村 2 印西市 0 印旛村 0

白井市 17 本埜村 1 白井市 0 本埜村 0

冨里市 10 神崎町 1 冨里市 0 神崎町 0

銚子市 22 多古町 1 銚子市 0 多古町 0

匝瑳市 3 東庄町 3 匝瑳市 1 東庄町 0

茂原市 15 一宮町 4 茂原市 0 一宮町 1

東金市 16 睦沢町 2 東金市 0 睦沢町 0

勝浦市 8 長生村 0 勝浦市 0 長生村 0

山武市 9 白子町 5 山武市 0 白子町 0

いすみ市 9 長柄町 1 いすみ市 0 長柄町 0

大網白里町 14 長南町 1 大網白里町 1 長南町 0

九十九里町 1 大多喜町 0 九十九里町 0 大多喜町 0

芝山町 2 御宿町 1 芝山町 0 御宿町 0

横芝光町 2 横芝光町 0

館山市 18 富津市 9 館山市 1 富津市 0

木更津市 37 袖ヶ浦市 10 木更津市 1 袖ヶ浦市 1

鴨川市 9 南房総市 5 鴨川市 0 南房総市 1

君津市 20 鋸南町 1 君津市 0 鋸南町 0

　合　計 1,385 35

　県内市町村別認証数
平成20年12月31日現在

 申　請　中　団　体　 ※

　　　　市　　町　　村　　別

　　　　　認　　証　　数 　　　　　　

東上総県民センター

4

7

9

北総県民センター

東葛飾県民センター

5

※　申請中団体とは、設立認証申請後縦覧中又は審査中で、まだ認証又は不認証の決定をしていない団体である。

109

323

329

202

90
2

葛南県民センター

南房総県民センター
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  平成 20 年 12 月の公益法人制度改革後において、公益的な事業・活動を志

す時に、どのような法人格を選択するのか、その推移を見守ることが必要です。

また、ＮＰＯ法改正に向けての動きもあることから、今後その動向に注目して

いく必要があります。 
 

 各種調査結果は次のとおりです。 
 
（ＮＰＯ法人の認証状況） 

平成 10 年 12 月のＮＰＯ法の施行から約 10 年が経過しましたが、千葉県が認

証したＮＰＯ法人は、平成11年度に53団体だったものが、平成19年度には1,305

団体と、約 25 倍に増えました。 

特に、平成 14 年 11 月に千葉県ＮＰＯ活動推進指針を策定しましたが、その

前後の平成 13 年度から 16 年度にかけては、認証数が急激に増加し、全国順位

が毎年上がりました。平成 19 年度末時点での全国順位は、東京都、大阪府、神

奈川県、北海道に次いで全国第５位となっています。 

 

1,021
1,169

53

823
619

390
214

117

1,305

34,371

31,115

26,394

21,280

16,160

10,664

6,596

3,800
1,724

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

千葉県

全国

全国で7位 ６位 ５位 ４位 ４位

NPO法人認証数推移(全国と千葉県の比較)

５位 ５位
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ＮＰＯ法人認証状況の推移 

 

認証数（注） 

 

 設立認証 

件数（注） 

(a) 

解散届出

件数 

(b)

認証取消

件数 

(c)

転出 

件数 

(d)

転入 

件数 

(e) (f) 累計 

平成１０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１１年度 ５３ ０ ０ ０ ０ ５３ ５３

平成１２年度 ６４ ０ ０ ０ ０ ６４ １１７

平成１３年度 ９９ ０ ０ ３ １ ９７ ２１４

平成１４年度 １７８ １ ０ ２ １ １７６ ３９０

平成１５年度 ２３２ １ ０ ２ ０ ２２９ ６１９

平成１６年度 ２１２ ７ ０ ３ ２ ２０４ ８２３

平成１７年度 ２０８ １１ １ ２ ４ １９８ １，０２１

平成１８年度 １７２ １９ ４ ４ ３ １４８ １，１６９

平成１９年度 １４８ １０ ３ ２ ３ １３６ １，３０５

平成２０年度 

（注） 

９５ １８ １ ０ ４ ８０ １, ３８５

累 計 １，４６１ ６７ ９ １８ １８ １，３８５ 

 

（注）平成２０年度は、１２月３１日現在の件数です。 
設立認証件数(a)は、所轄庁として実際に認証した件数です。 
認証数(f)は、解散や認証取消し、他所轄庁からの転入・転出を加減した件数です。 
（ 認証数(f) ＝ (a)－(b)－(c)－(d)＋(e) ）
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（県政に関する世論調査） 

県民の生活意識や、県政への関心などを把握するため、県が毎年実施してい

る「県政に関する世論調査」からは、次のような結果が出ています。 

 

① 市民活動団体の認知度 

市民活動団体を知っているか聞いたところ、「身近で活動する団体を知っている」

が約２割となっています。一方、「新聞やテレビでは聞くが、身近な団体は知らない」

は最も多く５割台半ばとなっています。（平成20年度第36回調査、以下③まで同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

② 市民活動への参加経験 

 上記①で「身近で活動している団体を知っている」と回答した人に対して、

市民活動に参加したことがあるか聞いたところ、「定期的に参加している」と

「時々参加している」を合わせた「参加している」が約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 市民活動の地域での状況 

 市民活動が、地域において以前よりも活発になってきたと思うか聞いたとこ

ろ、「活発になってきた」と「やや活発になってきた」を合わせた「活発になっ

てきた」が約２割となっています。 

 

 

 

 

 

18.4

24.8

22.8

19.9

54.3

51.1

62.6

59.6

27.3

24.1

14.6

20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

19年度

18年度

17年度 身近で活動する団体を知っ
ている

新聞やテレビでは聞くが、
身近な団体は知らない

知らない・無回答

14.4

12.7

18.1

12.8

10.5

9.3

24.5

28.9

27.0

48.3

47.9

45.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

19年度

17年度
定期的に参加している

時々参加している

参加したことがある

参加したことはない・無回答

4.1

4.7

8.0

6.5

16.3

18.7

22.4

20.4

22.3

25.0

27.6

25.3

57.3

51.6

42.1

47.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

19年度

18年度

17年度 活発になってきた

やや活発になってきた

以前と変わらない

わからない・無回答
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④ 市民活動に対するイメージ（複数回答） 

 市民活動についてどのようなイメージを持っているかを複数選んでもらったと

ころ、「市民が自発的に、市民が必要としているサービスを提供している」が最も

多く約４割となっています。（平成19年度第35回調査、以下⑦まで同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 市民活動への支援意向 

 市民活動に対して何らかの形で支援をしたいと思うか聞いたところ、「積極的

に支援をしたい」と「賛同できる活動には支援をしてもよい」、「支援したいがど

のように支援してよいかわからない」を合わせた「何らかの形で支援の意向がある」

が約６割となっています。 

 

 

 

 

 

⑥ 市民活動への支援の内容（複数回答） 

 上記⑤で「積極的に支援をしたい」、「賛同できる活動には支援をしてもよい」、

または「支援したいがどのように支援してよいかわからない」と回答した人に対し

て、市民活動にどのような支援をしたいと思うかを複数選んでもらったところ、

「イベント時のボランティアなどにより労力を提供する」が最も多く約５割と

なっています。 

 

 

38.1

33.3

30.2

24.5

11.2

22.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

市民が自発的に、市民が必要としているサービスを提供している

行政や企業とともに、市民の視点に立った新しい地域づくりを担っている

市民が自己実現を図り、支え合う仲間を作る場となっている

怪しげな活動をする団体もある

自分にはあまり関係ない

その他・わからない・無回答

（％）

1.8 41.8 15.6 40.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に支援をしたい

賛同できる活動には支援を
してもよい
支援したいがどのように支援
してよいかわからない
わからない・無回答
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⑦ 今後の市民活動に対する期待（複数回答） 

 今後の市民活動について、どのような面での発展に期待しているかを複数選

んでもらったところ、「新しい地域づくりの中心となる存在として期待してい

る」が最も多く４割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＮＰＯ活動実態・意向調査） 

県内のＮＰＯの現状や課題を把握することを目的として、平成 19 年 11 月に

県が実施した「平成 19 年度ＮＰＯ活動実態・意向調査」からは、次のような結

果が出ています。 

 

<１．全体の集計結果> 

① 主たる活動分野 

ＮＰＯ法人、任意団体のいずれも、「保健・医療・福祉の増進」の分野で活動

する団体が最も多く、次いで、ＮＰＯ法人では「子どもの健全育成」の分野が、

任意団体では「環境の保全」の分野が続いています。 

50.2

33.3

28.1

26.6

13.4

3.6

4.7

0 10 20 30 40 50 60

イベント時のボランティアなどにより労力を提供する

寄付などにより資金を提供する

市民活動団体が作成した物品の購入や、同団体が主催する

イベントの参加費を支払うことで支援する

物品を提供する

情報やノウハウを提供する

活動場所を提供する

その他・無回答

（％）

44.8

31.4

13.8

2.3

12.1

23.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

新しい地域づくりの中心となる存在として期待している

仲間づくりや国際的な交流など、活動の場を広げることに期待している

雇用の場として期待している

その他に期待している

あまり期待していない

わからない・無回答

（％）
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         ＮＰＯ法人                  任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活動地域 

ＮＰＯ法人、任意団体のいずれも、「一つの市町村」で活動する団体が最も多

く、次いで「複数の市町村」となっており、限られた地域で活動する団体が多

くなっています。 

 

         ＮＰＯ法人                  任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 活動開始時期 

ＮＰＯ法人は、平成 13 年以降に活動を開始した団体が約６割で最も多く、任

意団体は、平成８年から平成 12 年の間に活動を開始した団体が３割を超えてい

ます。 

         ＮＰＯ法人                  任意団体 

 

 

 

 

 

 

保健・医療・
福祉の増進

42.5%

子どもの健全
育成　12.8%

職業能力開発・
雇用機会拡充

2.2%

文化・芸術・ス
ポーツの振興

8.1%

社会教育の
推進　2.1%

環境の保全
8.1%

他の分野
11.1%

無回答
2.5%

まちづくりの
推進　10.6%

(n=631)

保健・医療・
福祉の増進

35.0%

国際協力
4.4%

他の分野
5.9%

男女共同参画
社会の形成

2.5%

文化・芸術・ス
ポーツの振興

5.4%

まちづくりの
推進　5.4%

無回答
7.9%

子どもの健全
育成　　8.9%

環境の保全
24.6%(n=203)

保健・医療・
福祉の増進

42.5%

子どもの健全
育成　12.8%

職業能力開発・
雇用機会拡充

2.2%

文化・芸術・ス
ポーツの振興

8.1%

社会教育の
推進　2.1%

環境の保全
8.1%

他の分野
11.1%

無回答
2.5%

まちづくりの
推進　10.6%

(n=631)

保健・医療・
福祉の増進

35.0%

国際協力
4.4%

他の分野
5.9%

男女共同参画
社会の形成

2.5%

文化・芸術・ス
ポーツの振興

5.4%

まちづくりの
推進　5.4%

無回答
7.9%

子どもの健全
育成　　8.9%

環境の保全
24.6%(n=203)

保健・医療・
福祉の増進

42.5%

子どもの健全
育成　12.8%

職業能力開発・
雇用機会拡充

2.2%

文化・芸術・ス
ポーツの振興

8.1%

社会教育の
推進　2.1%

環境の保全
8.1%

他の分野
11.1%

無回答
2.5%

まちづくりの
推進　10.6%

(n=631)

保健・医療・
福祉の増進

35.0%

国際協力
4.4%

他の分野
5.9%

男女共同参画
社会の形成

2.5%

文化・芸術・ス
ポーツの振興

5.4%

まちづくりの
推進　5.4%

無回答
7.9%

子どもの健全
育成　　8.9%

環境の保全
24.6%(n=203)

一つの市町村
31.9%

複数の市町村
31.7%

その他
0.2% 無回答

1.4%
海外中心

1.3%

国内及び海外
2.9%

国内全域
6.0%

複数の
都道府県

8.4%

千葉県全域
16.3%

(n=631)

一つの市町村
57.1%

複数の市町村
20.7%

千葉県全域
10.3%

複数の
都道府県

2.0%

国内全域
3.9%

無回答
3.4%

国内及び海外
2.5%

(n=203)

昭和56年～
昭和60年

2.9%

昭和55年以前
4.3%

昭和61年～
平成2年

4.4%

平成3年～
平成7年

8.1%

平成8年～
平成12年

17.3%

平成13年以後
56.3%

無回答
6.8%

(n=631)

昭和55年以前
14.8%

平成13年以後
6.4%

無回答
0.5%

平成8年～
平成12年

33.0%

平成3年～
平成7年
21.7%

昭和61年～
平成2年

12.3%

昭和56年～
昭和60年

11.3%

(n=203)
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④ 財政規模（支出） 

直近の事業年度（１年間）における財政規模（支出）については、ＮＰＯ法

人は、100 万円～500 万円未満の団体と 1,000 万円以上の団体を合わせると約５

割を占める一方で、100 万円未満の団体も約３割あります。 

任意団体は、100 万円未満の団体が約８割であり、約４割は 10 万円未満の団

体となっています。 

 

ＮＰＯ法人 

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7
7.8

6.2
6.7

8.2
20.8

13.6
21.4

2.4
2.1

3.6
4.6

0 5 10 15 20 25

支出はない
10万円未満

10万円～30万円未満
30万円～50万円未満

50万円～100万円未満
100万円～500万円未満

500万円～1000万円未満
1000万円～5000万円未

5000万円～1億円未満
1億円以上

事業年度が1年に満たない
無回答

（％）

(n=631)

7.9

35.0

21.2

9.4

9.9

10.8

1.0

1.0

0.0

0.0

3.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

支出はない

10万円未満

10万円～30万円未満

30万円～50万円未満

50万円～100万円未満

100万円～500万円未満

500万円～1000万円未満

1000万円～5000万円未満

5000万円～1億円未満

1億円以上

無回答

（％）

(n=203)
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⑤ 主な収入源について（複数回答） 

ＮＰＯ法人は、会費、自主事業、寄付金の順となっています。任意団体は、

会費、自主事業、行政からの補助金の順となっています。 

 

ＮＰＯ法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.6
30.5

26.6
20.7

16.3
10.3

8.9
0.0

3.9
4.9

8.4

0 10 20 30 40 50 60 70

会費
自主事業

行政からの補助金
寄付金

民間・その他の助成金
行政からの業務委託費

社協・企業からの業務委託費
借入金
その他

収入はない
無回答

（％）

(n=203)

68.9
57.7

31.9
23.6

18.9
14.9

8.6
3.5
4.9

3.0
2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

会費
自主事業

寄付金
行政からの業務委
行政からの補助金
民間・その他の助

借入金
社協・企業からの

その他
収入はない

無回答

（％）

(n=631)
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⑥ 活動する上で困っていること（複数回答） 

ＮＰＯ法人は、「活動資金が不足している」が過半数で最も多く、次いで「特

定の個人に責任や作業が集中する」が４割を超えています。 

 また、任意団体は、「メンバー・会員の高齢化や世代・男女の片寄りがある」

が最も多く、次いで「新しい会員が入ってこない」、「特定の個人に責任や作業

が集中する」の順でいずれも４割を超えています。 

 

 

ＮＰＯ法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.8

41.9

40.9

34.5

27.6

16.3

11.3

9.9

5.9

4.4

3.4

3.4

3.0

2.5

1.5

1.5

8.9

0 10 20 30 40 50

メンバー・会員の高齢化、世代・男女の片寄り

新しい会員が入ってこない

特定の個人に責任・作業が集中

リーダー・後継者が育たない

活動資金の不足

活動時間がとれない

機材の不足

会合・活動場所の確保

行政の理解が得られない

専門的知識の不足

活動に必要な情報が得にくい

他団体・他機関との連携がうまくいかない

活動を広める方法がない

相談者・相談機関がない

地域住民の理解が得られない

その他

特に困ったことはない

（％）

(n=203)

54.4

45.6

31.2

29.5

25.2

22.3

15.7

15.4

13.8

12.4

10.0

6.2

5.7

5.5

5.4

4.1

7.1

2.2

0 10 20 30 40 50 60

活動資金の不足

特定の個人に責任・作業が集中

新しい会員が入ってこない

リーダー・後継者が育たない

メンバー・会員の高齢化、世代・男女の片寄り

活動時間がとれない

行政の理解が得られない

会合・活動場所の確保

機材の不足

専門的知識の不足

相談者・相談機関がない

他団体・他機関との連携がうまくいかない

地域住民の理解が得られない

活動を広める方法がない

活動に必要な情報が得にくい

その他

特に困ったことはない

無回答

（％）

(n=631)
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⑦ 県からの支援（施策）として必要なもの（複数回答） 

ＮＰＯ法人は、「活動に対する資金援助（補助金）」が約６割と最も多く、次

いで「市民や企業に市民活動への理解と参加を促すための広報・普及活動」、「住

民税等の減免措置」の順でいずれも３割を超えています。 

 任意団体は、「活動に対する資金援助（補助金）」が約４割と最も多くなって

いますが、「県からの支援は必要ない」とする団体も約２割となっています。 

 

ＮＰＯ法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.4
25.6

24.6
20.7
20.7

16.3
11.8

10.8
8.9

4.4
3.9

2.5

3.4
18.2

9.4

0 10 20 30 40 50

資金援助（補助金）

広報・普及活動

備品・器材の提供

活動場所の提供

保険制度の整備・援助

活動体験の場・機会の提供

研修・講座の開催

活動評価・表彰制度の創設・拡充

行政情報の提供

融資制度の創設

各種専門家によるアドバイスの仲介

住民税等の減免措置

その他

支援は必要ない

無回答

（％）

(n=203)

63.4
37.2

36.5
26.9

23.5
23.0

22.0

20.9
16.5
15.7

13.9
9.5

3.6
4.6

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70

資金援助（補助金）

広報・普及活動

住民税等の減免措置

活動場所の提供

備品・器材の提供

保険制度の整備・援助

行政情報の提供

融資制度の創設

活動体験の場・機会の提供

各種専門家によるアドバイスの仲介

研修・講座の開催

活動評価・表彰制度の創設・拡充

その他

県からの支援は必要ない

無回答

（％）

(n=631)
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⑧ 市町村からの支援（施策）として必要なもの（複数回答） 

 ＮＰＯ法人は、「活動に対する資金援助（補助金）」が約６割と最も多く、次

いで「市民や企業に市民活動への理解と参加を促すための広報・普及活動」、「住

民税等の減免措置」、「事務所、会議室などの活動の拠点となる場所の提供」が

３割を超えています。 

 任意団体は、「活動に対する資金援助（補助金）」が約５割と最も多く、次い

で「事務所、会議室などの活動の拠点となる場所の提供」、「活動に必要な備品

や器材の提供」、「市民や企業に市民活動への理解と参加を促すための広報・普

及活動」の順で約３割となっています。 

 

ＮＰＯ法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.3

36.0
33.5

29.6

20.2
19.7

11.3

11.3
10.8

4.4

3.9
3.4
3.4

9.4
4.9

0 10 20 30 40 50

資金援助（補助金）

活動場所の提供

備品・器材の提供

広報・普及活動

保険制度の整備・援助

活動体験の場・機会の提供

活動評価・表彰制度の創設・拡充

研修・講座の開催

行政情報の提供

各種専門家によるアドバイスの仲介

融資制度の創設

住民税等の減免措置

その他

支援は必要ない

無回答

（％）
(n=203)

61.5
39.9

36.6
34.2

26.9
24.9

21.1

18.9
18.4

14.6
13.3

8.6

4.4
3.8
3.5

0 10 20 30 40 50 60 70

資金援助（補助金）

広報・普及活動

住民税等の減免措置

活動場所の提供

備品・器材の提供

行政情報の提供

保険制度の整備・援助

活動体験の場・機会の提供

融資制度の創設

各種専門家によるアドバイスの仲介

研修・講座の開催

活動評価・表彰制度の創設・拡充

その他

市町村からの支援は必要ない

無回答

（％）

(n=631)
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⑨ 自治体（県・市町村）との協働について 

ＮＰＯ法人は、「実施したことはないが、今後実施していきたい」が４割強、

「実施したことがあり、今後も実施していきたい」が４割弱となっており、８

割以上が協働事業を実施する意向があります。 

任意団体は、「実施したことがあり、今後も実施していきたい」が４割強、「実

施したことはないが、今後実施していきたい」が２割弱となっており、約６割

が協働事業を実施する意向があります。 

 

ＮＰＯ法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施したことは
あるが、今後は
実施する意向は

ない
2.5%

実施したことは
ないが、今後実
施していきたい

16.7%

実施したことが
あり、今後も実
施していきたい

44.3%

実施したことは
ないし、今後も

実施する意向は
ない
13.8%

わからない
17.2%

無回答
5.4%

(n=203)

無回答
2.5%

わからない
9.4%

実施したことは
ないし、今後も

実施する意向は
ない
5.4%

実施したことが
あり、今後も実
施していきたい

37.7%
実施したことは
ないが、今後実
施していきたい

44.4%

実施したことは
あるが、今後は
実施する意向は

ない
0.6%

(n=631)
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<２．地域別の集計結果> 

① 主たる活動分野 

ＮＰＯ法人は、全ての地域において、「保健・医療・福祉の増進」の割合が最

も高くなっています。割合が最も高いのは、南房総地域（52.8％）、次いで東上

総地域（48.6％）となっています。 

任意団体は、「保健・医療・福祉の増進」が、北総地域（48.9％）、東葛飾地

域（40.0％）、東上総地域（23.1％）で、「環境の保全」が、葛南地域（33.3％）、

中央地域（31.6％）で最も割合が高くなっています。南房総地域では、「まち

づくりの推進」が 37.5％と目立って高くなっています。 

 
ＮＰＯ法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

任意団体 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
増
進

社
会
教
育
の
推
進

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興

環
境
の
保
全

災
害
救
援
活
動

地
域
安
全
活
動

人
権
擁
護
・
平
和
推
進

国
際
協
力

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

子
ど
も
の
健
全
育
成

情
報
化
社
会
の
発
展

科
学
技
術
の
振
興

経
済
活
動
の
活
性
化

職
業
能
力
開
発
・
雇
用
機
会
拡
充

消
費
者
保
護

団
体
の
運
営
・
活
動
へ
の
助
言

そ
の
他

無
回
答

631 42.5 2.1 10.6 8.1 8.1 0 .2 0.6 0.8 1.6 1.4 12.8 1 .6 1.0 1.7 2.2 0.8 0.8 0.6 2 .5

中 央 146 40.4 1.4 9.6 9.6 6.8 - 0.7 0.7 2.1 0.7 11.0 2 .1 3.4 3.4 2.1 0.7 0.7 1.4 3 .4

葛 南 142 41.5 2.8 8.5 8.5 5.6 - - 1.4 2.8 1.4 16.9 2 .8 - - 2.8 0.7 1.4 0.7 2 .1

東 葛 飾 150 42.0 2.7 9.3 10.7 6.0 0 .7 - 1.3 0.7 2.0 13.3 1 .3 0.7 1.3 2.0 2.0 0.7 0.7 2 .7

北 総 103 39.8 1.9 8.7 4.9 17.5 - 1.9 - 1.9 1.9 12.6 - - 1.9 3.9 - 1.0 - 1.9

東 上 総 37 48.6 - 16.2 8.1 8.1 - 2.7 - - - 10.8 2.7 - 2.7 - - - - -

南 房 総 53 52.8 1.9 22.6 1.9 5.7 - - - - 1.9 7.5 - - 1.9 - - - - 3.8

地
域
区
分

合
計

（
件

）

問 2　主 たる活 動 分 野 （％ ）

全 体

（単 位 ）
合 計 ：件
内 訳 ：％

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
増
進

社
会
教
育
の
推
進

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興

環
境
の
保
全

災
害
救
援
活
動

地
域
安
全
活
動

人
権
擁
護
・
平
和
推
進

国
際
協
力

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

子
ど
も
の
健
全
育
成

情
報
化
社
会
の
発
展

科
学
技
術
の
振
興

経
済
活
動
の
活
性
化

職
業
能
力
開
発
・
雇
用
機
会
拡
充

消
費
者
保
護

団
体
の
運
営
・
活
動
へ
の
助
言

そ
の
他

無
回
答

203 35.0 2 .0 5 .4 5 .4 24.6 0 .5 - 0.5 4 .4 2 .5 8 .9 - - - - 0.5 1 .0 1 .5 7 .9

中 央 38 26.3 2 .6 5 .3 7 .9 31.6 - - - 2.6 7 .9 - - - - - - 5.3 2 .6 7 .9

葛 南 42 28.6 2 .4 7 .1 4 .8 33.3 - - - 7.1 - 9.5 - - - - - - - 7 .1

東 葛 飾 55 40.0 - - 5.5 23.6 - - - 3.6 1 .8 12.7 - - - - 1.8 - 1.8 9 .1

北 総 47 48.9 2 .1 4 .3 2 .1 17.0 2 .1 - 2.1 2 .1 2 .1 10.6 - - - - - - 2.1 4 .3

東 上 総 13 23.1 - 7.7 15.4 15.4 - - - 7.7 - 15.4 - - - - - - - 15 .4

南 房 総 8 12.5 12.5 37.5 - 12.5 - - - 12.5 - - - - - - - - - 12 .5

地
域
区
分

問 2　主 た る 活 動 分 野 （％ ）

合
計

（
件

）

全 体

（単 位 ）
合 計 ：件
内 訳 ：％
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② 財政規模（支出） 

ＮＰＯ法人は、「1000 万円～5000 万円未満」が最も高いのが、北総地域

（27.2％）葛南地域（23.2％）、中央地域（19.2％）と、「100 万円～500 万円

未満」が最も高いのは、南房総地域（24.5％）、東葛飾地域（23.3％）となっ

ています。東上総地域は「500 万円～1000 万円未満」が 18.9％と最も高くな

っています。 

任意団体は、全ての地域において「10 万円未満」が最も高くなっています。

また、全ての地域で、30 万円未満（「支出はない」から「10 万円～30 万円未

満」の合計）が 5割以上を占めています。 

 
ＮＰＯ法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

任意団体 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

支
出
は
な
い

1
0

万
円
未
満

1
0

万
円
～

3
0

万
円
未
満

3
0

万
円
～

5
0

万
円
未
満

5
0

万
円
～

1
0
0

万
円
未
満

1
0
0

万
円
～

5
0
0

万
円
未
満

5
0
0

万
円
～

1
0
0
0

万
円
未
満

1
0
0
0

万
円
～

5
0
0
0

万
円
未
満

5
0
0
0

万
円
～

1
億
円
未
満

1
億
円
以
上

事
業
年
度
が
1

年
に
満
た
な
い

無
回
答

6 3 1 2 .7 7 .8 6 .2 6 .7 8 .2 2 0 .8 1 3 .6 2 1 .4 2 .4 2 .1 3 .6 4 .6

中 央 1 4 6 2 .7 7 .5 9 .6 8 .2 1 0 .3 1 5 .1 1 2 .3 1 9 .2 2 .1 2 .7 4 .8 5 .5

葛 南 1 4 2 1 .4 7 .7 1 .4 8 .5 7 .7 2 2 .5 1 3 .4 2 3 .2 1 .4 2 .8 1 .4 8 .5

東 葛 飾 1 5 0 2 .7 8 .0 7 .3 6 .7 7 .3 2 3 .3 1 2 .7 2 1 .3 3 .3 1 .3 3 .3 2 .7

北 総 1 0 3 2 .9 6 .8 6 .8 1 .9 5 .8 2 3 .3 1 5 .5 2 7 .2 2 .9 1 .0 4 .9 1 .0

東 上 総 3 7 2 .7 8 .1 8 .1 8 .1 1 0 .8 1 3 .5 1 8 .9 8 .1 5 .4 - 8 .1 8 .1

南 房 総 5 3 5 .7 9 .4 3 .8 5 .7 9 .4 2 4 .5 1 3 .2 2 0 .8 - 3 .8 1 .9 1 .9

地
域
区
分

合
計

（
件

）

問 9 　 財 政 規 模 （ 支 出 ） （ ％ ）

全 体

（ 単 位 ）
合 計 ： 件
内 訳 ： ％

支
出
は
な
い

1
0

万
円
未
満

1
0

万
円
～

3
0

万
円
未
満

3
0

万
円
～

5
0

万
円
未
満

5
0

万
円
～

1
0
0

万
円
未
満

1
0
0

万
円
～

5
0
0

万
円
未
満

5
0
0

万
円
～

1
0
0
0

万
円
未
満

1
0
0
0

万
円
～

5
0
0
0

万
円
未
満

5
0
0
0

万
円
～

1
億
円
未
満

1
億
円
以
上

事
業
年
度
が
1

年
に
満
た
な
い

無
回
答

2 0 3 7 .9 3 5 .0 2 1 .2 9 .4 9 .9 1 0 .8 1 .0 1 .0 - - - 3 .9

中 央 3 8 2 .6 2 8 .9 2 3 .7 1 0 .5 1 0 .5 1 5 .8 - 2 .6 - - - 5 .3

葛 南 4 2 9 .5 4 0 .5 2 3 .8 9 .5 9 .5 4 .8 2 .4 - - - - -

東 葛 飾 5 5 7 .3 2 5 .5 2 3 .6 1 0 .9 1 0 .9 1 4 .5 1 .8 1 .8 - - - 3 .6

北 総 4 7 1 4 .9 3 8 .3 1 4 .9 8 .5 6 .4 8 .5 - - - - - 8 .5

東 上 総 1 3 - 6 1 .5 2 3 .1 7 .7 7 .7 - - - - - - -

南 房 総 8 - 3 7 .5 1 2 .5 - 2 5 .0 2 5 .0 - - - - - -

地
域
区
分

（ 単 位 ）
合 計 ： 件
内 訳 ： ％

全 体

問 9 　 財 政 規 模 （ 支 出 ） （ ％ ）

合
計

（
件

）
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③ 県からの支援（施策）として必要なもの（複数回答） 

ＮＰＯ法人、任意団体のいずれも、全ての地域において、「資金援助（補助

金）」が最も高くなっています。割合が最も高いのは、ＮＰＯ法人では、東上

総地域（70.3％）、次いで東葛飾地域（68.7％）と、任意団体では、中央地域

と南房総地域（50.0％）となっています。 

「資金援助（補助金）」に次いで、「広報・普及活動」の割合が高いのは、Ｎ

ＰＯ法人では、葛南地域（44.4％）、南房総地域（41.5％）と、任意団体では、

中央地域（42.1％）、南房総地域（37.5％）、葛南地域（26.2％）、東葛飾地域

（18.2％）となっています。 

 
ＮＰＯ法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

任意団体 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

活
動
場
所
の
提
供

備
品
・

器
材
の
提
供

資
金
援
助

（
補
助
金

）

融
資
制
度
の
創
設

住
民
税
等
の
減
免
措
置

各
種
専
門
家
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
の
仲
介

行
政
情
報
の
提
供

広
報
・
普
及
活
動

活
動
評
価
・

表
彰
制
度
の
創
設
・

拡
充

保
険
制
度
の
整
備
・

援
助

研
修
・

講
座
の
開
催

活
動
体
験
の
場
・

機
会
の
提
供

そ
の
他

支
援
は
必
要
な
い

無
回
答

631 26 .9 2 3 .5 6 3 .4 2 0 .9 3 6 .5 1 5 .7 2 2 .0 3 7 .2 9 .5 2 3 .0 1 3 .9 1 6 .5 3 .6 4 .6 3 .0

中 央 146 29 .5 2 1 .9 5 2 .1 1 5 .8 3 4 .2 1 4 .4 2 1 .2 3 3 .6 1 2 .3 1 9 .9 8 .9 1 2 .3 2 .1 5 .5 6 .2

葛 南 142 32 .4 2 0 .4 6 7 .6 1 7 .6 3 4 .5 1 9 .7 2 2 .5 4 4 .4 1 1 .3 2 1 .8 2 0 .4 2 1 .1 4 .9 1 .4 2 .1

東 葛 飾 150 31 .3 2 2 .0 6 8 .7 1 9 .3 4 1 .3 1 4 .7 2 3 .3 3 8 .0 1 0 .0 2 6 .7 1 4 .0 2 0 .7 4 .0 4 .7 1 .3

北 総 103 17 .5 2 5 .2 6 1 .2 2 8 .2 3 1 .1 1 2 .6 1 9 .4 2 9 .1 5 .8 1 6 .5 1 3 .6 1 2 .6 4 .9 7 .8 3 .9

東 上 総 37 13 .5 3 7 .8 7 0 .3 2 1 .6 3 2 .4 1 8 .9 1 8 .9 3 7 .8 5 .4 3 7 .8 1 3 .5 1 3 .5 2 .7 5 .4 2 .7

南 房 総 53 20 .8 2 6 .4 6 7 .9 3 4 .0 4 7 .2 1 5 .1 2 6 .4 4 1 .5 5 .7 2 6 .4 1 1 .3 1 3 .2 1 .9 3 .8 -

地
域
区
分

（ 単 位 ）
合 計 ：件
内 訳 ：％

全 体

問 19 （1） 　 県 に 望 む 支 援 （％ ）

合
計

（
件

）

活
動
場
所
の
提
供

備
品
・
器
材
の
提
供

資
金
援
助

（
補
助
金

）

融
資
制
度
の
創
設

住
民
税
等
の
減
免
措
置

各
種
専
門
家
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
の
仲
介

行
政
情
報
の
提
供

広
報
・
普
及
活
動

活
動
評
価
・
表
彰
制
度
の
創
設
・
拡
充

保
険
制
度
の
整
備
・
援
助

研
修
・
講
座
の
開
催

活
動
体
験
の
場
・
機
会
の
提
供

そ
の
他

支
援
は
必
要
な
い

無
回
答

203 20.7 24.6 38.4 4.4 2.5 3.9 8.9 25.6 10.8 20.7 11.8 16.3 3.4 18.2 9.4

中央 38 39.5 36.8 50.0 7.9 2.6 13.2 15.8 42.1 13.2 26.3 13.2 26.3 2.6 15.8 -

葛南 42 23.8 23.8 31.0 4.8 2.4 2.4 9.5 26.2 9.5 21.4 7.1 14.3 2.4 21.4 9.5

東葛飾 55 16.4 10.9 34.5 5.5 1.8 1.8 3.6 18.2 9.1 16.4 10.9 10.9 7.3 18.2 16.4

北総 47 14.9 31.9 36.2 2.1 4.3 2.1 8.5 17.0 8.5 17.0 14.9 14.9 2.1 17.0 8.5

東上総 13 7.7 30.8 46.2 - - - - 30.8 23.1 38.5 15.4 23.1 - 15.4 7.7

南房総 8 - 12.5 50.0 - - - 25.0 37.5 12.5 12.5 12.5 12.5 - 25.0 12.5

地
域
区
分

（単位）
合計：件
内訳：％

全体

問19（1）　県に望む支援（％）

合
計

（
件

）
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④ 市町村からの支援（施策）として必要なもの（複数回答） 

ＮＰＯ法人、任意団体のいずれも、全ての地域において、「資金援助（補助

金）」が最も高くなっています。割合が最も高いのは、ＮＰＯ法人では、南房

総地域（67.9％）、次いで葛南地域（66.9％）と、任意団体では、南房総地域

（62.5％）、次いで東上総地域（53.8％）となっています。 

「資金援助（補助金）」に次いで、ＮＰＯ法人では、南房総地域（49.1％）、

葛南地域（44.4％）、東葛飾地域（43.3％）、東上総地域（37.8％）、千葉地域

（37.7％）で「広報・普及活動」の割合が高く、任意団体では、東上総地域（53.8％、

「資金援助（補助金）」と同率）、葛南地域（35.7％）、東葛飾地域（32.7％）

で「活動場所の提供」の割合が高くなっています。 

 
ＮＰＯ法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

任意団体 

 

 

 

 

 

 

 

活
動
場
所
の
提
供

備
品
・

器
材
の
提
供

資
金
援
助

（
補
助
金

）

融
資
制
度
の
創
設

住
民
税
等
の
減
免
措
置

各
種
専
門
家
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
の
仲
介

行
政
情
報
の
提
供

広
報
・

普
及
活
動

活
動
評
価
・

表
彰
制
度
の
創
設
・

拡
充

保
険
制
度
の
整
備
・

援
助

研
修
・

講
座
の
開
催

活
動
体
験
の
場
・

機
会
の
提
供

そ
の
他

支
援
は
必
要
な
い

無
回
答

6 3 1 3 4 .2 2 6 .9 6 1 .5 1 8 .4 3 6 .6 1 4 .6 2 4 .9 3 9 .9 8 .6 2 1 .1 1 3 .3 1 8 .9 4 .4 3 .8 3 .5

中 央 1 4 6 3 1 .5 2 5 .3 5 0 .7 1 4 .4 3 4 .2 1 3 .7 2 4 .0 3 7 .7 9 .6 1 7 .1 7 .5 1 4 .4 3 .4 5 .5 8 .2

葛 南 1 4 2 4 1 .5 2 6 .8 6 6 .9 1 4 .1 3 5 .2 1 6 .9 2 6 .8 4 4 .4 9 .2 2 1 .8 1 7 .6 2 1 .8 5 .6 1 .4 2 .1

東 葛 飾 1 5 0 4 0 .7 2 6 .0 6 4 .0 1 7 .3 4 1 .3 1 5 .3 2 6 .0 4 3 .3 1 0 .0 2 2 .0 1 7 .3 2 2 .0 4 .7 2 .7 1 .3

北 総 1 0 3 2 9 .1 2 5 .2 6 2 .1 2 4 .3 2 9 .1 1 2 .6 2 0 .4 2 8 .2 6 .8 2 0 .4 9 .7 1 9 .4 7 .8 5 .8 1 .9

東 上 総 3 7 1 8 .9 3 7 .8 6 2 .2 2 1 .6 3 2 .4 1 3 .5 2 7 .0 3 7 .8 5 .4 2 9 .7 1 3 .5 1 0 .8 - 5 .4 8 .1

南 房 総 5 3 2 4 .5 3 0 .2 6 7 .9 3 0 .2 5 0 .9 1 3 .2 2 6 .4 4 9 .1 5 .7 2 2 .6 1 3 .2 1 8 .9 - 3 .8 -

地
域
区
分

問 1 9 （ 2 ） 　 市 町 村 に 望 む 支 援 （ ％ ）

合
計

（
件

）

（ 単 位 ）
合 計 ： 件
内 訳 ： ％

全 体

活
動
場
所
の
提
供

備
品
・
器
材
の
提
供

資
金
援
助

（補
助
金

）

融
資
制
度
の
創
設

住
民
税
等
の
減
免
措
置

各
種
専
門
家
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
の
仲
介

行
政
情
報
の
提
供

広
報
・
普
及
活
動

活
動
評
価
・
表
彰
制
度
の
創
設
・
拡
充

保
険
制
度
の
整
備
・
援
助

研
修
・
講
座
の
開
催

活
動
体
験
の
場
・
機
会
の
提
供

そ
の
他

支
援
は
必
要
な
い

無
回
答

203 36.0 33.5 47.3 3.9 3.4 4.4 10.8 29.6 11.3 20.2 11.3 19.7 3.4 9.4 4.9

中央 38 42.1 39.5 52.6 7.9 2.6 13.2 18.4 44.7 15.8 26.3 15.8 26.3 2.6 13.2 -

葛南 42 35.7 31.0 42.9 2.4 2.4 4.8 11.9 28.6 9.5 21.4 4.8 11.9 4.8 7.1 7.1

東葛飾 55 32.7 25.5 45.5 5.5 5.5 1.8 9.1 18.2 9.1 16.4 10.9 14.5 3.6 7.3 9.1

北総 47 36.2 42.6 44.7 2.1 4.3 2.1 8.5 27.7 8.5 17.0 17.0 23.4 4.3 10.6 2.1

東上総 13 53.8 38.5 53.8 - - - - 38.5 23.1 23.1 7.7 38.5 - - -

南房総 8 - 12.5 62.5 - - - 12.5 37.5 12.5 25.0 - 12.5 - 25.0 12.5

地
域
区
分

問19（2）　市町村に望む支援（％）

合
計

（％

）

（単位）
合計：件
内訳：％

全体
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☆ 県民・ＮＰＯとの計画づくりワーキンググループ委員名簿 ☆ 

 本計画づくりにあたり、公募委員中心のワーキンググループ委員で、これま

での施策の検証や今後の方向性について検討を重ねています。 

 

 氏 名 所 属 団 体 備 考

１ ○犬塚 裕雅 NPO 法人コミュニティ・コーディネーターズ・タンク 公募委員

２ 小熊 浩典 NPO 法人こぱてぃ－子ども参画イニシアティブ 公募委員

３ 木内 兵太郎 NPO 法人水と森と人と IN 神崎 公募委員

４ ◎國生 美南子 NPO 法人たすけあいの会ふきのとう 推進委員

５ 杉浦 美穂子 地域支援委員会  推進委員

６ 原 恵美子 NPO 法人教育支援協会 千葉支部 公募委員

７ 藤本 晴枝 NPO 法人地域医療を育てる会 公募委員

８ 前北 海 NPO 法人ネモちば不登校・ひきこもりネットワーク 推進委員

９ 牧野 昌子 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 推進委員

10 松清 智洋 柏市民活動センター、手賀沼森友会 公募委員

11 吉原 廣 NPO 法人いちかわ市民文化ネットワーク 公募委員

12 綿貫 のばら NPO 法人子ども劇場千葉県センター 公募委員

13 後藤 信之 千葉県環境生活部 ＮＰＯ活動推進課 県職員 

14 内山 真義 千葉県環境生活部 ＮＰＯ活動推進課 県職員 

15 井上 容子 千葉県環境生活部 ＮＰＯ活動推進課 県職員 

16 井本 義則 千葉県環境生活部 ＮＰＯ活動推進課 県職員 

＊◎：グループ長、 ○：副グループ長 

＊推進委員＝千葉県ＮＰＯ活動推進委員会委員 

 

 
 


